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｢

秩
序
自
由
主
義
」
に
お
け
る

対
ナ
チ
協
力
と
抵
抗

(

二
・
完)

小

野

清

美

は
じ
め
に

�

ド
イ
ツ
新
自
由
主
義
の
誕
生

�

ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
の
中
で
の
活
動

１

開
戦
初
期
ま
で

(

１)

ナ
チ
体
制
へ
の
転
換
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

(

２)

四
カ
年
計
画
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

２

大
戦
中
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

(
以
上
前
号)

�

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
と
の
対
峙

(

以
下
本
号)

１

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
教
会
闘
争
と
覚
書
「
教
会
と
世
界
」

２

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書

(

一
九
四
二
／
四
三
年)

�

展

望
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�

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
と
の
対
峙

１

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
教
会
闘
争
と
覚
書
「
教
会
と
世
界
」

周
知
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
教
会
の
強
制
的
均
質
化
の
試
み
に
対
し
て
、
告
白
教
会
が
結
成
さ
れ
、
一
九
三
四
年
五
月
に
名
高

い
「
バ
ル
メ
ン
宣
言
」
が
出
さ
れ
る
。
こ
こ
へ
と
至
る
経
過
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ナ
チ
権
力
掌
握
に
対
し
て
当
初
控
え
め
な
態

度
を
と
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
三
三
年
三
月
五
日
の
国
会
選
挙
、
巧
み
に
演
出
さ
れ
た
「
ポ
ツ
ダ
ム
の
日
」

と
そ
の
二
日
後
の
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
伝
統
と
教
会
の
祝
福
に
依
拠
す
る
と
い
う
文
言
を
含
む
新
政
府
の
声
明
の
の
ち
に
、
ス
タ
ン
ス
を

大
き
く
変
え
る
。
い
ま
や
ヒ
ト
ラ
ー
は
教
会
を
ワ
イ
マ
ル
期
の
政
治
的
社
会
的
周
辺
的
な
位
置
か
ら
救
い
出
す
こ
と
を
約
束
し
て
い
る

か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
同
年
一
一
月
の
プ
ロ
イ
セ
ン
教
会
選
挙
で
、
前
年
以
来
「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
信
仰
共
同
体
」
に
結
集
し

て
い
た
福
音
主
義
ナ
チ
グ
ル
ー
プ
が
三
分
の
一
の
得
票
を
得
て
大
き
な
勢
力
と
な
り
、
二
八
の
州
教
会
に
分
か
れ
た
伝
統
的
な
教
会
を

統
一
的
な
帝
国
教
会
に
改
革
し
て
指
導
者
原
理
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
Ｌ
・
ミ
ュ
ラ
ー
を
「
福
音
主
義
教
会
問
題
の
た

め
の
全
権
委
託
者
」
に
任
命
し
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
起
草
し
た
帝
国
教
会
基
本
法
を
、
三
三
年
七
月
一
四
日
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
「
帝
国
政

教
条
約
」
調
印
と
同
じ
日
に
承
認
し
た
。
七
月
二
三
日
の
新
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
の
選
挙
で
、「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
」
が
七
割

以
上
の
得
票
で
圧
勝
し
、
九
月
二
七
日
ミ
ュ
ラ
ー
は
正
式
に
「
帝
国
司
教
」
に
選
ば
れ
た
。
一
一
月
一
三
日
に
は
、「
ド
イ
ツ
的
キ
リ

ス
ト
者
」
ベ
ル
リ
ン
・
ガ
ウ
指
導
者
Ｒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ
が
、
礼
拝
に
お
け
る
「
あ
ら
ゆ
る
非
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
」
や
旧
約
聖
書
か
ら
の

「
解
放
」
を
要
求
す
る
。
こ
の
よ
う
な
強
制
的
均
質
化
に
抗
議
し
て
Ｍ
・
ニ
ー
メ
ラ
ー
の
牧
師
緊
急
同
盟
が
結
成
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
告

白
教
会
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

バ
ル
メ
ン
宣
言
は
、
基
本
的
に
は
ル
タ
ー
主
義
の
二
王
国
論
の
枠
内
で
、「
全
体
的
」
国
家
を
拒
否
す
る
論
理
を
国
家
の
本
質
か
ら

論 説
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も
教
会
の
本
質
か
ら
も
根
拠
づ
け
、
両
者
の
境
界
を
守
ろ
う
と
し
た
も
の
、
つ
ま
り
抵
抗
へ
の
萌
芽
を
含
む
が
、
基
本
的
に
は
ナ
チ
国

家
の
教
会
領
域
へ
の
手
出
し
を
防
ご
う
と
し
た
防
御
的
な
も
の
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、
帝
国
教
会
側
は
、
強
制
的
均
質
化
を
強
行
し
、
全

ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
の
実
質
的
統
合
を
推
進
す
る
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
三
四
年
一
〇
月
に
第
二
回
告
白
教
会
全
国
会
議
が
行
わ
れ
、

「
教
会
緊
急
権
」
と
し
て
独
自
の
教
会
執
行
機
関

K
irch

e
n

re
g

im
e

n
t

を
設
立
し
て
そ
こ
に
結
集
す
る
と
い
う
趣
旨
の
「
ダ
ー
レ
ム
宣

言
」
が
だ
さ
れ
る
。
翌
三
五
年
六
月
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
の
告
白
教
会
第
三
回
全
国
会
議
で
、
独
自
の
助
任
司
祭
教
育
セ
ミ
ナ
ー
な

ど
が
決
定
さ
れ
、
こ
う
し
て
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
福
音
主
義
教
会
の
強
制
的
均
質
化
の
試
み
は
最
終
的
に
失
敗
に
お
わ
る

(

だ
が
、
ア
ウ

グ
ス
ブ
ル
ク
会
議
は
、
二
王
国
論
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
、
非
政
治
的
な
ス
タ
ン
ス
で
教
会
自
身
の
事
柄
の
み
語
っ
た)

(

�)

。
帝
国
教
会
の
失
敗
を

う
け
て
、
一
九
三
五
年
七
月
、
ナ
チ
国
家
指
導
部
は
「
教
会
省
」
を
設
置
し
、
教
会
問
題
担
当
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ル

が
教
会
を
直
接
掌
握
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
直
接
介
入
方
式
に
よ
っ
て
福
音
主
義
教
会
は
分
裂
を
深
め
、
混
迷
に
陥
る
の
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
よ
う
な
全
国
的
な
動
き
の
中
で
、
バ
ー
デ
ン
で
は
、
一
九
三
三
年
末
頃
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ブ
ル
ク
大
学
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学

を
二
大
拠
点
と
し
て
教
会
闘
争
が
始
ま
る
。「
告
白
戦
線
」B

e
k

e
n

n
tn

isfro
n

t

が
結
成
さ
れ
、
三
四
年
六
月
一
九
日
に
牧
師
カ
ー
ル
・

デ
ュ
ル
が
中
心
に
な
り
、「
告
白
共
同
体
の
州
兄
弟
評
議
会L

an
d

e
sb

ru
d

e
rrat

」(

四
人
の
牧
師
と
四
人
の
平
信
徒
か
ら
な
る)

が
創
立
さ

れ
た
。
こ
れ
に
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
牧
師
ヘ
ル
マ
ン
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ッ
タ
ー
も
属
し
た
。

(

�)

こ
の
動
き
の
中
で
リ
ッ

タ
ー

(

バ
ル
メ
ン
会
議
に
も
参
加)

は
、
両
親
に
あ
て
て
「
福
音
主
義
教
会
は
歴
史
上
初
め
て
本
当
に
自
分
の
足
で
立
っ
た
」
と
書
い

て
い
る
。

(

�)

そ
の
一
月
後
七
月
一
三
日
に
バ
ー
デ
ン
州
教
会
の
「
帝
国
教
会
」
へ
の
編
入
が
強
行
さ
れ
、
ナ
チ
牧
師
が
送
り
込
ま
れ
て
き

た
。
た
だ
ち
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
抗
議
運
動
に
は
各
地
か
ら
熱
狂
的
な
反
響
が
あ
り
、
実
際
に
三
四
年
秋
に
バ
ー
デ
ン
で
は
い
ち
早
く

「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
」
運
動
を
解
体
に
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

(

�)

も
ち
ろ
ん
オ
イ
ケ
ン
も
「
告
白
戦
線
」
の
積
極
的
な
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。
オ
イ
ケ
ン
は
第
一
次
大
戦
に
四
年
間
従
軍
し
て
、
ナ
シ
ョ

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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ナ
リ
ス
ト
と
し
て
帰
還
し
、
一
九
一
九
年
初
め
か
ら
一
年
半
の
間
Ｄ
Ｎ
Ｖ
Ｐ
に
属
し
て
い
た
経
歴
を
も
つ
が
、
哲
学
者
の
父
ル
ド
ル
フ
・

オ
イ
ケ
ン
の
倫
理
的
な
影
響
を
強
く
受
け

父
は
息
子
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
読
ん
だ
と
い
う

、
ま
た
、
二
〇－

三
〇
年
代
の

現
実
の
中
で
変
化
し
、
と
く
に
、
一
九
三
三
年
に
自
ら
依
拠
し
て
き
た
伝
統
が
ナ
チ
ズ
ム
の
正
当
化
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て

ド
イ
ツ
の
「
最
良
の
伝
統
」
の
批
判
へ
と
向
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

(

�)

Ｎ
・
ゴ
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
オ
イ
ケ
ン
は
明
確
に
福
音

主
義
信
仰
を
も
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
は
彼
に
と
っ
て
「
私
的
関
心
事
」
で
は
な
く
、「
す
べ
て
が
没
落
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
」(

オ
イ
ケ

ン)

ぜ
ひ
と
も
必
要
な
社
会
的
・
社
会
構
造
的
形
成
の
た
め
の
結
合
点
だ
と
み
て
い
た
。
ナ
チ
権
力
掌
握
前
年
の
論
文
「
宗
教－

経
済

－

国
家
」
で
は
、「
歴
史
的
発
展
は
、
他
の
試
み
が
す
べ
て
失
敗
し
た
後
に
、
宗
教
、
信
仰
、
神
の
み
が
個
々
の
人
間
の
活
動
に
包
括

的
な
意
味
連
関
を
与
え
う
る
と
い
う
帰
結
に
必
然
的
に
至
ら
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
時
初
め
て
社
会
的
政
治
的
領
域
で
も
再
び

一
定
の
落
ち
着
き
が
訪
れ
よ
う
」
と
記
し
て
い
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
オ
イ
ケ
ン
が
教
会
闘
争
に
活
発
に
参
加
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
彼
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
信
仰
内
容
に
は
距
離

を
お
い
た
と
さ
れ
る
が
、

(

�)

し
か
し
、
三
四
年
秋
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
、
幾
通
も
の
母
へ
の
手
紙
の
な
か
で
高
揚
感
を
も
っ
て
、「
異

教
主
義
」
と
闘
う
「
告
白
戦
線
」
の
す
ば
ら
し
さ
や
そ
の
運
動
の
拡
が
り
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

(

�)

他
方
で
彼
は
、
既
述
の
よ
う
に
ケ

ル
ル
の
新
し
い
政
策
に
よ
り
告
白
教
会
が
分
裂
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
一
九
三
五
年
一
一
月
、
現
在
の
諸
問
題
よ
り
も
神
学
的
議
論
に
熱

中
す
る
告
白
教
会
の
「
ル
タ
ー
主
義
者
た
ち
」
の
「
行
動
の
欠
如
」
に
い
ら
だ
ち
を
示
し
て
も
い
る
。

(

�)

こ
の
い
ら
だ
ち
・
違
和
感
は
や

が
て
「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
」
の
活
動
の
中
で
も
漏
ら
さ
れ
る

(
後
述)

。

さ
て
、
そ
の
「
宗
教
会
議
」K

o
n

zil

は
、
一
九
三
八
年
夏
の
開
戦
の
危
機
を
へ
て
、
一
一
月
九
日
ユ
ダ
ヤ
人
ポ
グ
ロ
ム
が
起
き
た

と
き
、
前
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
移
っ
て
い
た
デ
ィ
ー
ツ
ェ
と
ラ
ン
ペ
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
や
が
て
カ
ト

リ
ッ
ク
の
牧
師
も
三
名
加
わ
り
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
抵
抗
集
団
と
な
る
。

(

�)

リ
ッ
タ
ー
や
オ
イ
ケ
ン
も
告
白
教
会
牧
師
デ
ュ
ル
、
オ
ッ

論 説
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ト
ー
・
ホ
ー
フ
と
と
も
に
そ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ナ
に
移
っ
て
い
た

(

一
九
三
七
年
春
か
ら)

ベ
ー
ム
も
、
た
え
ず
フ

ラ
イ
ブ
ル
ク
に
往
来
し
滞
在
時
に
は
、
月
一
回
の
間
隔
で
戦
後
に
至
る
ま
で
開
催
さ
れ
た
宗
教
会
議
の
集
い
に
参
加
し
た(

R
o

se
r,

S
.

6
6)

。
リ
ッ
タ
ー
は
母
へ
の
手
紙
で
、
ポ
グ
ロ
ム
に
対
し
て
恥
の
感
覚
と
激
し
い
憤
り
を
記
し
て
い
る
。

(

�)

こ
の
時
、
こ
の
間
に
分
裂
し

て
い
た
告
白
教
会
が

個
々
の
牧
師
や
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
教
会
執
行
部
を
別
と
し
て

公
式
に
抗
議
の
声
す
ら
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
比
べ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
は
い
ち
早
い
結
集
と
即
座
の
行
動
に
お
い
て
際
だ
っ
て
い
る
。
ポ
グ

ロ
ム
後
、
す
ぐ
さ
ま
最
初
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書

(｢

教
会
と
世
界｣)

が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
宗
教
会
議
へ
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ゼ
ー
リ
ン
グ
門
下
の
農
学
者
で
、
篤
信
の
信
仰
者

で
も
あ
り
、
一
九
三
三
年
以
来
告
白
教
会
で
活
動
し
て
い
た

(

一
九
三
八
年
以
来
ベ
ル
リ
ン
の
告
白
教
会
指
導
部
＝
兄
弟
評
議
会B

ru
d

e
rrat

の
メ
ン
バ
ー)

。
政
権
交
代
当
初
、
彼
は
政
治
的
安
定
化
へ
の
期
待
を
も
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
司
法
相
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ル
や
同
蔵
相
ポ
ー

ピ
ッ
ツ
、
ラ
イ
ヒ
蔵
相
Ｓ
・
ｖ
・
ク
ロ
ー
ジ
ク
と
個
人
的
コ
ン
タ
ク
ト
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
政
治
的
位
置
も
ま
た
Ｄ
Ｎ
Ｖ

Ｐ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
ダ
レ
ー
の
世
襲
農
場
法
を
批
判
し
た
論
文
が
発
禁
に
な
り
、
農
民
を
企
業
者
と
見

な
す
考
え
が
ナ
チ
新
聞
で
鋭
く
批
判
さ
れ
、
さ
ら
に
ナ
チ
ス
に
よ
る
強
制
的
均
質
化
を
拒
否
し
て
自
主
解
散
を
選
ん
だ
社
会
政
策
学
会

の
最
後
の
議
長
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
追
わ
れ
、
三
七
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
赴
任
し
、
Ｋ
・
デ
ィ
ー
ル
の

講
座
を
継
承
し
て
い
た
。
こ
の
年
の
夏
に
は
、
逮
捕
さ
れ
た
牧
師
の
か
わ
り
に
礼
拝
を
努
め
て
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
二
度
逮
捕
さ
れ
て
い

る
。

(

�)

既
述
の
よ
う
に

(

ま
だ
ベ
ル
リ
ン
時
代
三
六
年
秋
に)

デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
、
ナ
チ
権
力
掌
握
当
時
は
こ
の
勢
力
に
学
問
の
側
か
ら
も
奉

仕
す
る
の
は
自
明
だ
っ
た
と
振
り
返
り
つ
つ
、
だ
が
一
体
な
に
が
真
に
、
持
続
的
に
民
族
の
た
め
に
な
る
の
か
、
公
益
を
優
先
す
る
国

民
社
会
主
義
者
に
人
々
を
教
育
す
る
と
い
う
が
、
こ
の
世
の
い
か
な
る
勢
力
が
そ
の
よ
う
な
高
い
目
標
を
も
つ
教
育
活
動
を
な
し
う
る

の
か
と
問
い
、
掛
け
声
と
は
裏
腹
の
眼
前
の
現
状
を
厳
し
く
批
判
し
た
。「
人
間
は
畏
れ
と
い
う
枷
と
と
も
に
恥
と
い
う
抑
制
を
も
引

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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き
ち
ぎ
っ
た｣

、
見
通
し
の
効
く
人
々
に
は
「
支
離
滅
裂
な
状
態
の
維
持
し
が
た
さ
は
と
っ
く
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」

と
。
そ
し
て
、「
世
俗
化
、
精
神
の
生
活
の
神
の
御
言
葉
か
ら
の
分
離
の
果
て
に
、
…
…
不
可
避
的
に
何
か
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
よ

う
な
形
式
が
あ
る｣

の
だ
と
述
べ
、
こ
れ
と
の
戦
い
・
そ
れ
の
克
服
の
た
め
の
諸
力
の
結
集
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
下
で
の
み
考
え
得
る

と
し
た
。

(
�)

こ
の
よ
う
に
公
然
と
ナ
チ
ズ
ム
と
の
戦
い
を
よ
び
か
け
る
デ
ィ
ー
ツ
ェ
の
立
脚
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
ル
タ
ー

の
国
家
観
と
そ
の
帰
結
た
る
ド
イ
ツ
的
自
由
で
あ
る
。
彼
は
続
け
て
、「
罪
を
罰
し
外
的
な
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
神
の
道
具
」
と

い
う
ル
タ
ー
の
権
力
観
に
遡
及
し
、
ル
タ
ー
が
わ
れ
わ
れ
に
「
こ
の
世
の
権
力
の
作
用
可
能
性
の
限
界
、
そ
し
て
服
従
義
務
の
限
界
」

を
告
げ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。「
諸
侯
が
…
…
羊
飼
い
に
な
ろ
う
と
し
始
め
る
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
が
魂
を
統
治
し
特
定
の
信
仰
を
強
要

し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
限
界
は
踏
み
越
え
ら
れ
る｣

。
つ
ま
り
、「
外
的
な
平
和
」
の
維
持
を
任
務
と
す
る
権
力
が
民
の
内
面

に
立
ち
入
り
特
定
の
世
界
観
を
強
要
す
る
と
こ
ろ
で
、
抵
抗
へ
の
権
利
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
内
面
の
自
由
＝
ド
イ
ツ
的
自
由

が
抵
抗
権
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
立
場
は
バ
ル
メ
ン
宣
言
の
延
長
に
あ
る
が
、
ず
っ
と
明
確
に
ナ
チ
ズ
ム
と
の
戦
い
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
告
白
教
会
は
、
こ
の

デ
ィ
ー
ツ
ェ
講
演
よ
り
九
ヶ
月
前
に
分
裂
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
一
九
三
六
年
二
月
の
第
四
回
全
国
告
白
会
議
で
、
強
制
的
同
質
化
拒

否
の
立
場
を
堅
持
す
る
古
プ
ロ
イ
セ
ン
合
同
告
白
教
会
を
中
心
に
、
第
二
次
暫
定
指
導
部
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ナ
チ
協
力

も
や
む
な
し
と
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
や
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
ル
タ
ー
派
領
邦
教
会
は
「
ド
イ
ツ
福
音
主
義
ル
タ
ー
派
評
議
会
」
を
設
置

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
す
な
わ
ち
告
白
教
会
の
急
進
派
は
、
三
六
年
五
月
に
、
覚
書
「
総
統
・
帝
国
宰
相
に
あ
て
る
暫
定
指

導
部
の
宣
言
」(

い
わ
ゆ
る
「
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
建
白
書｣)

を
だ
し
、
国
家
諸
当
局
と
党
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
教
会
へ
の
攻
撃
、
隣

人
愛
の
掟
に
反
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
憎
悪
に
対
し
て
抗
議
し
、
さ
ら
に
強
制
収
容
所
や
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
な
ど
政
治
的
問
題
に
対
す
る
態
度
表
明

論 説
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の
努
力
を
し
て
い
た
。
教
会
は
こ
こ
に
よ
う
や
く
教
会
自
身
の
問
題
か
ら
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

デ
ィ
ー
ツ
ェ
も
こ
の
流
れ
の
中
に

い
た
。
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は

自
ら
の
学
問
的
立
脚
点
を
語
る
講
演
の
テ
ー
マ
か
ら
し
て
も

具
体
的
な
行
動
を
提
起
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
自
分
に
は
学
問
の
立
場
か
ら
発
言
す
る
以
外
の
こ
と
を
企
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
昨
年
八
月
の
福
音
主
義
週
間
に

ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
へ
と
赴
い
た
と
述
べ
つ
つ
、
こ
の
講
演
で
も
「
創
造
主
の
恩
寵
で
あ
る
人
間
の
理
性
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
学
問
の

た
め
に
な
お
広
い
活
動
分
野
が
開
け
て
い
る
」
と
結
ん
だ
が
、
そ
の
場
合
国
民
経
済
学
だ
け
で
な
く
、「
す
べ
て
の
学
問
の
共
通
の
基

礎
づ
け
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
覚
書
「
教
会
と
世
界
」
の
内
容
を
見
る
前
に
、
告
白
教
会
第
二
次
暫
定
指
導
部
で
は
右
の
「
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
建
白
書
」
と

前
後
し
て
も
う
一
つ
の
重
要
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
三
七
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
開
催
予
定

の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
会
議
に
む
け
て
、
第
二
次
暫
定
指
導
部
は
同
年
初
め
委
員
会
を
設
け
て
準
備
文
書
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
、
暫
定

指
導
部
Ｈ
・
ベ
ー
ム

(

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
派
の
フ
ラ
ン
ツ
・
ベ
ー
ム
と
は
別
人)

の
序
文

(

四
月
一
五
日
づ
け)

を
つ
け
て
、「
教
会
、
民
族
、

国
家
。
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
暫
定
指
導
部
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
委
員
会
報
告
書
」
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た

(

ベ
ル
リ
ン
・
ダ
ー
レ
ム
で

と
り
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
以
下
「
ダ
ー
レ
ム
文
書
」
と
呼
ぼ
う)

。
こ
の
報
告
書
は
、「
教
会
と
民
族
」｢

教
会
と
国
家
」｢

教
会
と

経
済
秩
序
」｢

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
教
育
」｢
戦
争
と
平
和
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
短
い
五
つ
の
テ
ー
ゼ
的
文
書
か
ら
な
る
。

(

�)

ロ

ン
ド
ン
会
議
へ
の
ド
イ
ツ
か
ら
の
参
加
は
、
教
会
相
ケ
ル
ル
が
旅
券
を
発
行
し
な
か
っ
た
た
め
に
実
現
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら

の
文
書
は
後
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
と
も
通
底
し
て
い
る
。
ま
た
、
と
く
に
「
教
会
と
経
済
秩
序
」
と
い
う
文
書
は
、
自
身
こ
の
文
書

作
成
に
参
加
し
て
い
た
デ
ィ
ー
ツ
ェ
が
一
九
四
五
年
に
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
」
論
を
試
み
る
際
に
も
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
前
か
ら
二
つ
の
文
書
の
特
徴
の
み
記
し
て
お
こ
う
。

文
書
「
教
会
と
民
族
」
は
、「
民
族
が
究
極
の
権
威
の
要
求
と
と
も
に
現
れ
、
信
仰
、
服
従
、
希
望

こ
れ
ら
は
神
の
言
葉
の
み

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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が
要
求
し
う
る

を
要
求
す
る
神
秘
的
な
も
の
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
」
こ
と
を
拒
否
し
、
キ
リ
ス
ト
者
が
地
上
で
は
そ
の
一
員
と
し

て
属
す
る
民
族
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
、
所
属
す
る
民
族
の
違
い
や
民
族
性
の
教
義
に
よ
っ
て
そ
の
統
一

性
を
破
壊
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
、「
民
族
理
論
・
人
種
理
論
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
分
断
を
超
え
」
た
兄
弟
的
な
愛
へ
の
義
務
を
強
調

し
て
い
る
。
同
文
書
は
、「
人
間
の
意
志
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
神
が
与
え
た
」
国
家
秩
序
、
世
俗
の
「
神
の
剣
」
と
い
う
ル
タ
ー

的
国
家
観
に
立
ち
、「
国
家
の
権
力
が
も
は
や
倫
理
的
な
拘
束
に
服
さ
ず
恣
意
へ
と
変
質
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
国
家
権
力
は
神
が
与
え

た
職
務
に
対
し
て
不
正
を
働
き
、
そ
れ
自
身
の
基
礎
を
破
壊
し
て
い
る
」
の
だ
と
し
て
、「(

国
家
市
民
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の)

国
家

に
対
す
る
拘
束
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
良
心
の
自
由
」
を
言
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
国
家
の
法
の
上
に
、

神
が
十
の
掟
の
中
で
わ
れ
わ
れ
に
啓
示
し
た
神
の
法
」
が
あ
る
と
、
国
家
を
も
「
国
家
市
民
の
権
利
」
を
も
と
も
に
制
限
す
る
境
界

G
re

n
ze

と
し
て
十
戒
を
前
面
に
押
し
出
し
た
。
た
だ
し
、
全
体
と
し
て
は
、
眼
前
の
ナ
チ
国
家
に
対
す
る
批
判
は
慎
重
な
も
の
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
者
の
「
国
家
市
民
と
し
て
の
服
従
」
と
神
の
命
令
へ
の
服
従
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
る
場
合
、
こ
の
矛
盾
は

「
全
体
と
し
て
の
当
該
国
家
に
関
す
る
、
あ
る
い
は
特
別
な
国
家
形
態
に
関
す
る
全
般
的
な
評
価

U
rte

ile

に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
者
が
国
家
の
職
務
の
担
い
手
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
家
市
民
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
、
個
々
の
状
況
の
慎
重
な

検
討
に
基
づ
い
て
の
み
決
せ
ら
れ
る｣

、
と
。

さ
て
、
ポ
グ
ロ
ム
直
後
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
最
初
の
覚
書
「
教
会
と
世
界
」
の
背
景
に
は
、
三
六
年
秋
の
デ
ィ
ー
ツ
ェ
講

演
と
そ
の
前
後
の
告
白
教
会
の
右
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
。
デ
ィ
ー
ツ
ェ
講
演
の
核
心
部
分
は
覚
書
「
教
会
と
世
界
」
の
中
核
部
分

で
も
あ
り
、
ダ
ー
レ
ム
文
書
の
観
点
は
覚
書
に
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
覚
書
は
リ
ッ
タ
ー
、
ホ
ー
フ
、
デ
ュ
ル
が
起
草
し
、
フ
ラ
イ

ブ
ル
ク
宗
教
会
議
の
第
一
回
会
議

(

三
八
年
一
二
月)

で
討
議
さ
れ
、
翌
年
に
か
け
て
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
ロ
ー
ザ
ー
も
指
摘

す
る
よ
う
に(

R
o

se
r,

S
.

6
5

f.)

、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
も
討
議
過
程
で
報
告
を
し
て
い
る

(
後
述)

。

論 説
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覚
書
「
教
会
と
世
界
」

(

�)

は
、「
人
種
の
違
い
な
く
神
の
前
に
お
け
る
罪
人
」
と
し
て
の
す
べ
て
の
人
間
の
平
等
性
を
論
拠
に
、
ナ
チ

人
種
主
義
を
厳
し
く
批
判
し
た
。「
自
分
の
民
族
を
無
制
限
の
独
裁
的
地
位
に
つ
け
る
こ
と
も
、
他
の
民
族
種

V
o

lk
sart

や
そ
の
遺
伝

的
特
性
を
劣
等
な
い
し
犯
罪
的
だ
と
無
差
別
、
無
制
限
に
判
定
を
下
す
こ
と
」
も
不
可
能
だ
と
。
覚
書
は
、
聖
書
の
解
釈
や
歴
史
的
検

討
を
通
じ
て
、
と
く
に
ル
タ
ー
自
身
に
遡
及
し
つ
つ
、「
神
の
命
令
の
公
然
た
る
軽
視
と
侵
害
」
を
な
す
権
力
に
対
し
て
、
神
に
背
く

命
令
へ
の
「
服
従
の
拒
否
に
よ
っ
て
抵
抗
す
る
義
務
」
を
確
認
し
て
い
る(

S
.

6
3

6
f.,

6
4

4
,

6
4

9)

。
い
ま
や
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
い

た
「
服
従
の
義
務
の
限
界
」
は
「
抵
抗
の
義
務
」
と
い
う
格
段
に
強
い
言
葉
に
な
り
、
覚
書
は
明
瞭
に
二
王
国
論
を
超
え
出
て
い
る
。

「
今
日
、
政
治
の
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
課
題
と
い
う
問
題
が
最
も
緊
急
で
あ
る
」(

S
.

6
3

6)

。
と
は
い
え
、
覚
書
が
教
会
に

対
し
て
呼
び
か
け
る
の
は
、
外
に
向
か
っ
て
の
具
体
的
な
行
動
で
は
な
く
、
そ
の
説
教
壇
か
ら
「
全
体
と
し
て
の
民
族
共
同
体
」
に

「
悔
い
改
め
」
の
呼
び
か
け
・
説
教
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
教
会
外
の
世
間
に
向
け
て
公
然
た
る
抗
議
を
発
す

る
こ
と
は
直
ち
に
政
治
的
煽
動
計
画
と
み
な
さ
れ
抑
圧
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
の
判
断
に
基
づ
い
て
い
た(

S
.

6
5

0)

。
実
際
、
一
九
三
八

年
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
に
よ
り
ド
イ
ツ
の
領
土
が
最
も
拡
大
し
た
開
戦
前
最
後
の
年
で
、
国
民
の
ナ
チ
体
制
へ
の
同
意
が
最
も
強
か

っ
た
時
期
で
あ
る
。
覚
書
の
筆
者
た
ち
は
ナ
チ
運
動
が
一
九
三
三
年
以
前
か
ら
、
そ
し
て
い
ま
や
眼
前
の
ナ
チ
体
制
が
、
国
民
に
よ
っ

て
下
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
直
視
し
て
い
た
。「
政
治
的
生
活
は
上
か
ら
下
へ
、
下
か
ら
上
へ
の
持
続
的
な
相
互
作
用
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
る
。
世
間
の
精
神
は
そ
れ
ゆ
え
に
現
在
の
最
も
重
要
な
政
治
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
で
あ
る
。
新
し
い
国
家
は
民
族
運

動
か
ら
成
長
し
た
」(

S
.

6
4

3)

。

こ
の
状
況
で
教
会
の
な
す
べ
き
こ
と
、
な
し
得
る
こ
と
、「
単
純
明
瞭
な
義
務
」
は
、
そ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
人
々
に
繰
り
返
し
「
悔

い
改
め
」
を
説
く
こ
と
、「
民
族
全
体
の
自
己
崇
拝
と
独
善
と
い
う
世
間
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
精
神
と
闘
う
こ
と｣

、｢

人
間
の
傲
慢
と
い

う
悪
魔
的
な
精
神
の
兆
候
を
指
摘
」
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
精
神
が
、「
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
公
然

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
性
の
根
源
的
な
命
令
、
そ
の
最
も
根
源
的
な
形
態
に
お
け
る
十
戒
が
粗
野
に
侵
害
さ
れ
え
た
」
と
い
う
事
態

(
ポ
グ
ロ
ム)

を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
態
が
、
よ
う
や
く
啓
示
の
根
本
的
教
え
を
「
わ、
れ、
わ、
れ、
の、
日、
、々
に、
具、
体、
的、
に、
適、

用、
し、
て、
」(

原
文
イ
タ
リ
ッ
ク)

、
繰
り
返
し
説
教
す
る
こ
と
の
途
方
も
な
い
重
要
性
を
完
全
に
意
識
さ
せ
た
と
、
覚
書
は
述
べ
る

(
S
.

6
5

0)

。
そ
し
て
、「
世
間
に
広
く
蔓
延
し
て
い
る
憎
悪
、
中
傷
、
際
限
な
き
立
身
出
世
主
義
と
野
心
、
自
己
顕
示
と
独
善
と
い
う
反
キ

リ
ス
ト
的
精
神
と
闘
」
う
こ
と
、「
す
べ
て
の
国
家
と
国
家
形
態
は
人
間
の
業
で
あ
」
り
「
人
間
に
対
し
て
よ
り
も
神
に
対
し
て
よ
り

多
く
服
従
す
る
こ
と
」
の
重
要
性
を
警
告
す
る
よ
う
教
会
に
呼
び
か
け
た(

S
.

6
5

3
,

6
4

9)

。「
教
会
は
、
民
族
に
対
し
て
そ
の
自
己
崇

拝
に
で
は
な
く
、
神
の
命
令
に
対
す
る
服
従
へ
と
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
に
対
す
る
真
の
奉
仕
を
果
た
し
う
る｣

。
さ
ら

に
平
信
徒
に
対
し
て
も
、「
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
場
合
に
自
己
の
責
任
に
お
い
て
」｢

純
粋
な
良
心
を
も
っ
て
」｢

神
に
対
し
て
無
条
件

に
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
」
決
定
を
下
す
こ
と
を
呼
び
か
け
、
そ
れ
は
神
学
の
問
題
で
は
な
く
「
キ
リ
ス
ト
教
的
に
導

か
れ
た
理
性
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
た(

S
.

6
5

2
,

6
5

4)

。

覚
書
は
、
秘
密
裏
に
増
し
刷
り
さ
れ
て
、
と
く
に
西
南
ド
イ
ツ
の
告
白
教
会
の
広
い
範
囲
に
普
及
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
覚
書

の
約
半
年
後
、
一
九
三
九
年
六
月
一
六
日
の
「
宗
教
会
議
」
の
会
合
に
お
い
て
な
さ
れ
た
デ
ィ
ー
ツ
ェ
の
報
告
、「
法
に
対
す
る
関
係

に
お
け
る
福
音
主
義
キ
リ
ス
ト
者
と
教
会
の
立
場
と
課
題
」

(
�)

は
、
基
調
を
同
じ
く
し
つ
つ
も
、
法
秩
序
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
だ
け
に
、

よ
り
具
体
的
な
議
論
を
し
て
お
り
、
遺
さ
れ
た
原
稿
に
み
る
そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
第
一
に
、
法
秩
序
の
問
題
を
「
こ
の

世
の
問
題
」
と
片
づ
け
る
こ
と
の
拒
否
、
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
二
王
国
論
を
乗
り
越
え
る
キ
リ
ス
ト
者
と
教
会
の
立
場
が
鮮
明
に
さ
れ

て
い
る
。
第
二
に
、
先
の
ダ
ー
レ
ム
文
書
は
も
ち
ろ
ん
、
覚
書
「
教
会
と
世
界
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
へ

の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
、
法
実
証
主
義
に
対
し
て
、
法
を
時
の
権
力
の
機
能
に
貶
め
、
法
の
独
自
の
存
在
を
奪
う
と
し

て
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
同
時
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
に
対
し
て
も
、「
超
時
間
的
な
、
普
遍
的
な
法
秩
序
を
設
定
す
る
」
の
は
傲
慢

論 説



(阪大法学) 60 (5 33) 887 [2011.1]

だ
と
批
判
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
自
然
法
が
法
実
現
の
た
め
の
そ
の
都
度
の
課
題
の
意
義
を
精
力
的
に
強
調
し
「
国
家
の
外
に
あ
る
、

そ
こ
か
ら
法
が
養
わ
れ
、
法
の
基
準
を
な
す
根
拠
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
い
う
点
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

第
三
に
、
や
は
り
ル
タ
ー
的
国
家
観
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
者
と
教
会
の
こ
の
世
に
お
け
る
責
務
」
が
導

か
れ
て
い
る
。「
こ
の
世
の
秩
序
の
番
人
」
た
る
国
家
は
、「
法
た
る
べ
き
法
を
実
現
せ
よ
」
と
い
う
神
の
命
令
に
応
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
「
倫
理
的
正
当
化
」
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
、
国
家
に
内
在
す
る
悪
魔
性

D
e

m
o

n
ie

ゆ
え
に
国
家
は
た
え
ず
委
託
さ
れ
た
任

務
か
ら
逸
脱
す
る
。
こ
う
述
べ
て
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
者
と
教
会
の
任
務
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
「
正
義
」G

e
re

ch
tig

k
e

it

が
国
家
に
統
一
さ
れ
た
法
共
同
体
の

｢

法
同
胞
の
意
識
、
志
操
、
行
動
の
な
か
に
生
き
、
働
き
、
具
体
化
さ
れ
る
」
よ
う
に
、「
悪
魔

的
な
権
力
欲
望
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
に
対
し
て
「
法
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
働
き
か
け
る
」
と
い
う
責
務
で
あ
る
。

第
四
に
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
事
実
上
、
人
権
思
想
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
言
う
。
人
間
が
人
格

で
あ
る
と
は
「
神
に
対
す
る
責
任
を
負
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し
、「
人
間
は
個
人
と
し
て
決
定
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
個
人
と
し
て
の
す
べ
て
の
個
人
に
帰
属
す
る
の
で
あ
り
、
何
人
も
そ
れ
を
彼
か
ら
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
を
代
わ
っ

て
行
う
こ
と
も
で
き
な
い｣

。
こ
の
こ
と
は
、｢

国
家
が
全
体
的
形
成
要
求
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
、
人
間
に
つ
い
て
の
自
己
の
見
解
を
宣

言
し
強
制
権
力
で
こ
れ
を
貫
徹
し
よ
う
と
試
み
」
る
時
、
そ
れ
だ
け
一
層
先
鋭
な
問
題
で
あ
る
、
と
。
こ
う
し
て
、
事
実
上
、
普
遍
的

な
人
間
の
人
格
的
自
由
と
不
可
侵
・
不
可
譲
の
人
権
と
い
う
思
想
が
打
ち
出
さ
れ
、
こ
れ
を
こ
そ
究
極
の
根
拠
と
し
て
、
恣
意
的
な
基

準
に
よ
っ
て
人
間
を
蹂
躙
す
る
全
体
主
義
国
家
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
教
会
は
、
神
に
対
す
る
服
従
に
お
い
て
国
家
の
強

制
力
の
限
界
」｢

法
形
成
の
限
界
を
想
起
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い｣

。
一
世
代
前
、
世
紀
転
換
期
に
、
個
人
の
不
可
譲
の
権
利
・
人
権
を
宣

言
し
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
そ
の
起
源
を
宗
教
的
な
も
の
＝
良
心
の
自
由
に
求
め
た
。
こ
れ
に
同
調
し
て
ト
レ
ル
チ
や
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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ー
も
北
ア
メ
リ
カ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
少
数
派
の
ゼ
ク
テ
に
お
け
る
良
心
の
自
由
や
宗
教
的
寛
容
に
人
権
の
起
源
を
求
め
、
ド
イ
ツ
・
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
中
に
こ
れ
を
受
け
止
め
開
花
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

(

�)

そ
の
後
ワ
イ
マ
ル
憲
法
に
は
社
会
権
ま
で
含
む
諸
々
の
基
本
権
が
盛
り

こ
ま
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
人
権
意
識
は
希
薄
な
ま
ま
だ
っ
た
。
い
ま
や
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
基
本
権
部
分
を
起
草
し
た
Ｆ
・

ナ
ウ
マ
ン
よ
り
も
ず
っ
と
保
守
的
な
ル
タ
ー
派
知
識
人
の
中
に
お
い
て
、
ナ
チ
ズ
ム
と
対
峙
す
る
中
で
、
同
じ
く
神
と
の
関
係
を
根
拠

に
し
て
内
発
的
に
人
権
思
想
が
熟
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ー
ム
の
三
四
年
論
文
、
覚
書
「
世
界
と
教
会｣

、
こ
の
デ
ィ
ー
ツ
ェ
報
告
に
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
い
る
特
徴
は
、

人
種
主
義
、
異
教
主
義

(
反
キ
リ
ス
ト
教
性)

へ
の
批
判
と
と
も
に
、
国
家
権
力
一
般
に
内
在
す
る
「
権
力
の
デ
ー
モ
ン
」(

リ
ッ
タ
ー

も
こ
の
タ
イ
ト
ル
で
宗
教
会
議
で
報
告)

の
噴
出
、「
権
力
濫
用
」
と
対
峙
す
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
、

前
国
家
的
な
、
国
家
権
力
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
人
権
の
思
想
が
、
人
格
と
し
て
の
人
間
個
々
人
と
神
と
の
関
係
に
お
い
て
、
獲
得
さ
れ

て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
へ
の
顧
慮
が
開
け
て
い
く
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
倫
理
の
根
源
た
る
「
十
戒
」
や
神
と
の
関
係
性

＝
人
格
と
し
て
の
人
間
と
い
う
根
源
的
な
次
元
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
歴
史
的
文
脈
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。「
教
会
と
世
界
」

の
中
心
的
起
草
者
と
目
さ
れ
て
い
る
Ｇ
・
リ
ッ
タ
ー
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
の
結
集
よ
り
も
ず
っ
と
前
、
一
九
三
六
年
一
月
七

日
づ
け
の
マ
イ
ネ
ッ
ケ
へ
の
私
信
に
お
い
て
、
自
然
法
へ
の
共
鳴
を
は
っ
き
り
口
に
し
て
い
る
。

こ
の
私
信
は
贈
ら
れ
た
『
歴
史
主
義
の
成
立
』
へ
の
感
想
を
述
べ
た
も
の
な
の
だ
が
、
リ
ッ
タ
ー
は
そ
の
中
で
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
歴
史

主
義
の
価
値
相
対
主
義
を
批
判
し
、
私
は
あ
な
た
が
「
自
然
法
的
」
だ
と
非
難
し
て
い
る
「
最
高
の
人
間
的
理
想
の
不
変
性
へ
の
信
仰
」

な
し
に
生

d
as

L
e

b
e

n

を
担
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
が
『
歴
史
主
義
』
と
『
生
の
哲
学
』
に

ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
、
時
代
を
超
え
た
真
実
の
認
識
可
能
性
と
倫
理
的
な
規
範
の
時
代
を
超
え
た
妥
当
性
へ
の
義
務
的
な
信
仰
を
喪
失

し
た
こ
と
」
を
嘆
き
、
伝、
統、
的、
な、
自
然
法
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
。「
古
い
『
自
然
法
』
は
、『
正
義
』
が
超
時
代
的
な
規
範
で
あ
る

論 説
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こ
と
、
法
と
道
徳
が
ど
こ
か
で
全
く
密
接
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
き
わ
め
て
正
し
い
感
覚
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
私
に
と
っ
て
は
『
自
然
法
的
』
思
想
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る
よ
り
も
、
本
質
的
に
よ
り
共
感
的
で
あ
る
」

と
。

(
�)

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ら
は
、
リ
ッ
タ
ー
が
「
古
い
自
然
法
そ
れ
自
体
」
を
再
発
見
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。

(

�)

法
と
道
徳
の
密
接
な
関
係

を
語
る
リ
ッ
タ
ー
の
精
神
が
先
の
「
法
秩
序
」
に
関
す
る
デ
ィ
ー
ツ
ェ
の
文
書
と
全
く
同
じ
精
神
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
に
つ
い
て
の
一
定
の
肯
定
的
評
価
に
は
、
教
会
や
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
堀
崩
そ
う
と
し
た
全

体
主
義
国
家
に
宗
派
分
裂
を
こ
え
て
共
同
で
立
ち
向
か
う
と
い
う
機
運
の
ほ
か
に
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
締
結
し
た
政
教
条

約
を
繰
り
返
し
無
視
す
る
ナ
チ
ス
に
抗
議
し
て
、
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
一
九
三
六
年
三
月
一
四
日
、

ピ
ウ
ス
一
一
世
の
回
勅
『
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
』
が
出
さ
れ
、
自
然
法
が
改
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
状
況
も
作
用
し

て
い
よ
う
。
唯
一
ド
イ
ツ
語
で
出
さ
れ
、
即
日
ド
イ
ツ
の
多
く
の
教
会
で
朗
読
さ
れ
た
こ
の
回
勅
は
、
自
然
法
の
想
起
と
人
間
が
人
格

と
し
て
神
に
与
え
ら
れ
た
権
利
＝
人
権
の
不
可
侵
性
の
宣
言
を
核
心
的
内
容
と
し
て
い
た
。

(

�)

も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
に
は
ま
だ
存
在
し
な

か
っ
た
が
、
や
が
て
結
集
し
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
で
は
、
ま
も
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
牧
師
も
参
加
し
、
自
然
法
の
問
題
と
抵
抗

権
の
問
題
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理
の
問
題
が
扱
わ
れ
、
つ
い
で
、
オ
イ
ケ
ン
の
『
基
礎
』
が
討
議
さ
れ
た
と
い
う
。

(

�)

教
皇
の
平
和
問

題
で
の
諸
告
知
も
討
議
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、

(

�)

い
ず
れ
か
の
時
点
で
こ
の
回
勅
に
も
論
及
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
う
る
。
一
九
四
一

年
二
月
二
三
日
の
会
合
で
は
、
こ
の
間
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ヴ
ェ
ン
デ
リ
ン
・
ラ
ウ
シ
ュ

(

後
の
フ
ラ
イ

ブ
ル
ク
大
司
教)

が
自
然
法
の
問
題
で
講
演
し
、
一
八
九
一
年
の
レ
オ
十
三
世
の
社
会
回
勅
『
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ル
ム
』
を
も
引
き

つ
つ
、
創
造
の
本
質
秩
序
、
自
然
的
・
生
物
的
存
在
お
よ
び
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
人
間
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
物
や
人
間
の
変
わ
る
こ
と

な
き
自
然
本
質
か
ら
し
て
存
在
す
る
、「
も
ろ
も
ろ
の
本
質
と
諸
事
物
の
自
然
的
秩
序
」o

rd
o

e
sse

n
tiaru

m
,

re
ru

m
,

n
atu

ralis

を
語

っ
た
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
に
お
い
て
自
然
法
が
議
論
さ
れ
る
文
脈
で
、
戦
後
に
オ
イ
ケ
ン

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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が
掲
げ
る
「
オ
ル
ド
」
概
念(

後
述)

が
登
場
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
ま
た
、
一
九
四
一
年
六
月
ア
ル
ピ
ル
ス
バ
ッ
ハ
で
開
か
れ
た
福
音
主
義
神
学
者
会

議
に
お
い
て
、
第
四
報
告
と
し
て
「
国
民
経
済
学
と
神
学
」
と
題
し
た
報
告
を
行
い
、
オ
イ
ケ
ン
の
『
国
民
経
済
学
の
基
礎
』
に
依
拠

し
つ
つ
「
経
済
秩
序
の
思
想
」
を
押
し
出
し
な
が
ら
神
学
と
の
関
係
を
論
じ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
次
の
よ
う
に
、
自
然
法
に
言
及
し

た
。
す
な
わ
ち
、
ト
マ
ス
が
自
然
法
と
い
う
古
代
の
教
義
を
援
用
し
つ
つ
社
会
論
・
経
済
論
を
発
展
さ
せ
て
以
来
、
実
り
豊
か
に
耕
さ

れ
て
き
た
基
盤
を
も
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
違
い
、
経
済
倫
理
・
社
会
倫
理
に
お
い
て
お
も
に
個
々
の
キ
リ
ス
ト
者
の
態
度
に
限
定
し
て

き
た
福
音
主
義
の
側
は
、
ほ
と
ん
ど
対
話
に
貢
献
し
て
こ
な
か
っ
た
。
と
く
に
初
期
の
弁
証
法
神
学

腐
敗
堕
落
し
た
こ
の
世
の
再

編
は
不
可
能
な
い
し
は
キ
リ
ス
ト
者
の
任
務
に
非
ず
と
見
み
な
し
た

は
経
済
倫
理
の
問
題
に
お
い
て
「
永
遠
の
命
令
」
に
遡
る
の

を
困
難
に
し
た
。「
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
福
音
主
義
者
と
し
て
、
自
然
法
に
本
質
的
で
あ
る
も
の

名
称
は
本
質
的
で
な
い

な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
。
ま
さ
に
現
在
の
諸
関
係
に
お
い
て
、
自
然
法
の
本
質
的
な
内
容
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
帰
結
に
つ

い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
、
ま
さ
に
信
念
に
忠
実
な
ト
ミ
ス
ト
た
ち
と
、
意
見
の
違
い
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
一
致
を
確

認
で
き
よ
う｣

。
自
然
法
を
妥
当
せ
し
め
る
こ
と
な
し
に
、「
人
間
の
人
格
性
の
本
質
、
価
値
、
尊
厳
」
に
つ
い
て
発
言
し
、
ま
た
、
神

に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
世
界
に
与
え
ら
れ
た
秩
序
か
ら
「
人
間
の
間
、
民
族
の
諸
階
層
間
、
そ
し
て
諸
民
族
間
に
お
け
る
関
係
の
規
制
」

の
た
め
に
帰
結
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
述
べ
て
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
、
福
音
主
義
神
学
も
い
わ
ゆ
る
自
然
法
と
取
り
組
ま
ね

ば
な
ら
な
い
と
講
演
を
結
ん
だ
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、
経
済
政
策
領
域
で
は
四
カ
年
計
画
体
制
に
対
し
て
中
立
の
専
門
家
と
し
て
協
働
を
表
明
し
、
一
九
四
〇
年
以
後
、
法

律
ア
カ
デ
ミ
ー
第
四
部
会
の
諸
委
員
会
の
中
で
活
動
し
て
い
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
は
、
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
そ
の
中
核
グ
ル

ー
プ
に
お
い
て
明
瞭
な
思
想
的
な
展
開
を
見
せ
始
め
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
期
の
オ
イ
ケ
ン
に
つ
い
て
補
完
し
て
お
こ
う
。
彼

論 説



(阪大法学) 60 (5 37) 891 [2011.1]

は
、
当
初
よ
り
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
宗
教
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
当
然
に
覚
書
「
教
会
と
世
界
」
の
基
本
思
想
を
共
有
し
て
い
る
。
た

だ
、
宗
教
会
議
の
神
学
的
議
論
に
は
距
離
感
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
オ
イ
ケ
ン
の
孫
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
が
紹
介
す

る
一
九
四
〇
年
三
月
の
日
記
に
は
、
覚
書
起
草
者
の
一
人
、
ホ
ー
フ
牧
師
と
議
論
し
た
後
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
信

ず
る
宗
教
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
正
統
主
義
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
完
全
に
無
視
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
聖
書
の
個
々
の
字
句
に
固
執
す
る
死
せ
る
教
条
主
義
で
あ
っ
て
、(

聖
書)

全
体
を
拠
り
所
に
す
る
も
の
で
は
お
よ
そ
な

い
。
…
…(

聖
書)
全
体
の
本
質
は
、
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
を
信
じ
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
主
観
的

に
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
考
え
る
余
地
す
ら
な
い｣

。

(

�)

牧
師
の
逐
語
的
な
拘
泥
に
辟
易
し
つ
つ
、
オ
イ
ケ
ン
が
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
文
字
通

り
核
心
に
お
い
て
信
仰
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
う
し
た
敬
虔
な
信
仰
に
裏
づ
け
ら
れ
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
、
オ
イ
ケ

ン
は
一
九
四
一
年
の
講
演
で
は
、「
人
間
の
絶
対
不
可
欠
の
自
由
権
」
の
擁
護
が
将
来
の
秩
序
の
目
標
だ
と
、
は
じ
め
て
自
由
概
念
を

前
面
に
出
し
、
翌
年
の
リ
ュ
ス
ト
ウ
へ
の
手
紙
で
は
、「
私
は
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
存
在
も
活
動
も
な
し

え
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
。

(

�)

以
上
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
は
、
政
治
的
領
域
と
切
り
分
け
な
が
ら
、

長
期
的
観
点
か
ら
競
争
経
済
を
強
め
る
方
向
で
影
響
を
与
え
う
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
内
在
的
に
人
権
思
想
が
熟
し
て
き
つ
つ
あ
り
、

社
会
的
対
話
と
い
う
点
で
の
個
人
主
義
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
、
い
わ
ば
怠
慢
を
自
覚
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
然
法
や
社
会
論

に
開
か
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
第
二
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
も
基
本
的
に
こ
の
延
長
に
あ
る
。

２

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書

(

一
九
四
二
／
四
三
年)

覚
書
「
教
会
と
世
界
」
は
、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
を
介
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
手
に
渡
っ
た
。
三
〇
年
代
前
半
か
ら

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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国
際
的
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
司
教
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
戦

後
に
予
定
さ
れ
て
い
る
世
界
教
会
会
議
に
む
け
て
ド
イ
ツ
か
ら
提
出
す
る
覚
書
の
作
成
を
、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
を
介
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・

ク
ラ
イ
ス
に
依
頼
し
、
こ
う
し
て
一
九
四
二
年
夏
、「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
・
ク
ラ
イ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が

形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
世
界
教
会
会
議
へ
む
け
た
覚
書
作
成
と
い
う
目
的
に
限
っ
た
集
り
で
あ
っ
た
。
覚
書
の
最
初
の
草
稿
作
成
段
階

で
は
デ
ィ
ー
ツ
ェ
、
リ
ッ
タ
ー
、
オ
イ
ケ
ン
、
ラ
ン
ペ
の
み
が
加
わ
っ
た
。
一
一
月
に
デ
ィ
ー
ツ
ェ
宅
で
開
か
れ
た
秘
密
会
議
に
は
、

ベ
ー
ム
、
Ｏ
・
デ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
、
Ｗ
・
バ
ウ
ア
ー
、
Ｃ
・
ゲ
ル
デ
ラ
ー
、
Ｈ
・
テ
ィ
ー
リ
ッ
ケ
、
Ｅ
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
参
加
し
た
。
覚
書

は
、
最
後
の
と
り
ま
と
め
を
リ
ッ
タ
ー
が
行
い
、
一
九
四
三
年
春
完
成
す
る
。

(

�)

こ
の
ク
ラ
イ
ス
を
抵
抗
集
団
と
見
る
こ
と
に
対
立
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
の
「
抵
抗
」
は
直
接
的
な
政
治

行
動
で
は
な
く
、
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に
直
接
参
画
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
、
軍
内
部
の
抵

抗
派
と
と
も
に
七
月
二
〇
日
事
件
へ
と
至
る
市
民
的
抵
抗
集
団
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・

ク
ラ
イ
ス
は
、
一
九
四
一
、
四
二
年
に
は
、
ゲ
ル
デ
ラ
ー
・
グ
ル
ー
プ
と
ポ
ー
ピ
ッ
ツ
・
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
と
関
係
が
あ
り

後
者
に
は
あ
の
「
第
四
部
会
」
議
長
の
イ
ェ
ッ
セ
ン
が
所
属

、
ゲ
ル
デ
ラ
ー
が
将
来
の
ド
イ
ツ
の
業
績
競
争
秩
序
へ
向
け
た
国
民

教
育
の
た
め
に
編
纂
し
た
テ
キ
ス
ト
『
国
民
経
済
入
門
書
』(
一
九
四
一
／
四
二
年
に
成
立)

の
討
論
や
草
稿
の
仕
上
げ
に
協
力
し
た
。

ゲ
ル
デ
ラ
ー
の
草
稿
に
デ
ィ
ー
ツ
ェ
と
Ｇ
・
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
が
手
を
入
れ
、
ま
た
、
路
線
論
争
が
あ
っ
た
両
グ
ル
ー
プ
を
架
橋
す
る
役

割
も
果
た
し
た
。

(

�)

こ
う
し
た
関
係
の
な
か
で
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
後
の
新
政
府
の
た
め
の
新
し
い
秩
序
と
経

済
政
策
の
構
想
に
貢
献
し
た
。
ベ
ッ
ケ
ラ
ー
ト
研
究
会
の
議
事
録
は
ゲ
ル
デ
ラ
ー
や
Ｐ
・
Ｇ
・
ヨ
ル
ク
・
ｖ
・
ヴ
ァ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
に

も
送
付
さ
れ
、
ヨ
ル
ク
は
そ
れ
を
ク
ラ
イ
ザ
ウ
・
ク
ラ
イ
ス
の
会
議
の
資
料
と
し
て
役
立
て
た
。
デ
ィ
ー
ツ
ェ
が
ク
ラ
イ
ザ
ウ
の
会
議

に
参
加
し
た
こ
と
も
あ
る
。
ベ
ー
ム
も
ゲ
ル
デ
ラ
ー
と
も
ヨ
ル
ク
と
も
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。
ゲ
ル
デ
ラ
ー
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
の

論 説
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秘
密
討
議
に
参
加
し
た
の
は
こ
う
し
た
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
四
四
年
七
月
二
〇
日
事
件
後
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
は
そ
の
一
部
が

ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
知
ら
れ
、
九
月
に
デ
ィ
ー
ツ
ェ
と
ラ
ン
ペ
が
、
一
〇
月
末
に
リ
ッ
タ
ー
、
Ｗ
・
バ
ウ
ア
ー
、
ベ
ー
ム
が
逮
捕
さ
れ

(

一

九
四
五
年
四
月
に
ロ
シ
ア
軍
が
迫
っ
た
と
き
釈
放
さ
れ
た)

、
オ
イ
ケ
ン
と
ヴ
ォ
ル
フ
も
取
り
調
べ
を
受
け
た
。

(

�)
さ
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
は

(

�)

、「
序｣

、｢

第
一
主
要
部
分

わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
政
治
的
カ
オ
ス
と
そ
の
原
因｣

、「
第
二
主
要
部

分

キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
に
従
っ
た
政
治
的
共
同
体
秩
序
の
原
則｣

、
お
よ
び
五
つ
の
付
論
か
ら
な
る
。「
序
」
と
二
つ
の
「
主
要
部
分
」

は
リ
ッ
タ
ー
が
草
案
を
起
草
し
た
。

(

�)

相
当
な
分
量
を
な
す
覚
書
の
立
ち
入
っ
た
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
、
こ
こ
で
は
、
戦
後
に
向
け

た
政
治
・
社
会
構
想
に
関
わ
る
範
囲
で
そ
の
特
徴
を
捉
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
世
界
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
会
議
へ
む
け
た
ド
イ
ツ
の
貢
献
と
し
て
の
覚
書
の
基
調
は
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
ル
タ
ー
主

義
の
批
判
と
ル
タ
ー
再
発
見
で
あ
る
。「
序
論
」
と
「
第
一
主
要
部
分
」
は
、「
政
治
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
運
命
に

な
っ
た
」
と
言
明
し
、
ナ
チ
ス
に
対
す
る
伝
統
的
ル
タ
ー
主
義
の
無
力
さ
を
こ
う
批
判
し
た
。
非
本
質
的
な
諸
要
素
に
よ
る
福
音
主
義

の
歪
曲
、
死
せ
る
伝
統
主
義
、
責
任
へ
の
躊
躇
・
密
か
な
弱
さ
、
政
治
的
諸
関
係
へ
の
理
解
の
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
欠
如
・
重
大
な
誤
認
、

こ
う
し
た
問
題
性
ゆ
え
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
教
会
は
「
権
力
と
国
民
の
自
己
神
格
化
と
い
う
デ
ー
モ
ン
の
虜
に
な
」
り
、

「
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
礼
節
の
全
面
的
な
崩
壊
に
重
大
な
共
同
責
任
を
負
う
」(

S
.

6
5

9

�

6
6

4)

と
。
覚
書
は
、
ル
タ
ー
自
身
に
と
っ
て

は
、
神
の
国
と
世
俗
の
国
は
関
連
な
く
併
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
全
面
的
に
交
差
し
て
い
た
と(

S
.

6
6

2)

、
伝
統
的
な
二
王

国
論
を
明
確
に
退
け
、
世
俗
権
力
は
神
か
ら
預
か
っ
た
剣
、
神
が
望
む
倫
理
的
な
共
同
体
秩
序
に
奉
仕
す
る
秩
序
権
力
だ
と
い
う
ル
タ

ー
的
権
力
観
を
基
準
に
、
こ
れ
に
反
す
る
権
力
を
支
え
る
国
民
自
身
の
目
を
覚
ま
さ
せ
よ
う
と
す
る(

S
.

6
8

4
,

6
9

6
f,

7
0

0)

。
ル
タ
ー

に
遡
及
し
つ
つ
も
、
国
民
自
身
の
覚
醒
を
促
そ
う
と
す
る
覚
書
の
立
場
は
、
人
間
理
性
を
根
底
的
に
毀
損
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
人
間

の
自
由
意
志
の
能
力
を
否
定
し
た
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ル
タ
ー
の
人
間
像

戦
後
に
リ
ッ
タ
ー
は
こ
れ
を
批
判

(

�)

と
は
隔
た
っ

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
の
デ
ィ
ー
ツ
ェ
文
書
が
恩
寵
と
し
て
の
理
性
に
訴
え
、
覚
書
「
教
会
と
世
界
」
が
平
信

徒
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
に
導
か
れ
た
理
性
」
に
呼
び
か
け
自
己
責
任
的
行
動
を
要
求
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

第
二
に
、
国
民
の
覚
醒
に
む
け
て
覚
書
が
基
本
的
拠
り
所
と
し
た
の
は
、
特
定
宗
派
の
論
拠
で
は
な
く
、
宗
派
を
超
え
た
キ
リ
ス
ト

教
文
化
圏
の
根
源
的
倫
理
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
人
間
の
良
心
に
道
を
指
し
示
す
十
戒
で
あ
る
。
す
で
に
三
八
年
覚
書
で
も
、
ユ
ダ

ヤ
人
ポ
グ
ロ
ム
へ
の
抗
議
と
そ
の
背
景
を
な
す
民
族
的
傲
慢
の
克
服
の
呼
び
か
け
に
お
い
て
十
戒
が
呼
び
出
さ
れ
て
い
た
。
十
戒
を
根

底
に
据
え
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
度
の
覚
書
起
草
者
や
討
議
参
加
者
が
自
然
法
と
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
文

面
か
ら
窺
わ
れ
る
。
覚
書
は
、
ト
マ
ス
の
社
会
・
国
家
哲
学
の
出
発
点
を
な
す
人
間
社
会
の
「
自
然
的
本
質
秩
序
」
や
一
九
／
二
〇
世

紀
の
周
知
の
二
つ
の
社
会
回
勅

(
ト
ミ
ズ
ム
の
復
興
者
と
さ
れ
る
レ
オ
一
三
世
の
一
八
九
一
年
の
「
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ル
ム｣

、
ピ
ウ
ス
一

一
世
の
一
九
三
一
年
の
「
ク
ア
ド
ラ
ゼ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ｣)

に
言
及
し
つ
つ
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
良
心
の
宣
言
」
だ
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
社

会
論
に
「
尊
敬
」
を
表
明
し
、
自
然
法
に
対
し
て
も
、
歴
史
的
な
法
と
と
も
に
、「
理
性
的
な
社
会
秩
序
の
探
求
に
お
い
て
有
益
な
、

不
可
欠
の
道
し
る
べ
」
だ
と
承
認
し
た(

S
.

6
8

4
f.,

6
8

7)

。
し
か
し
、
覚
書
は
、
自
然
法
に
対
し
て
絶
対
的
な
妥
当
要
求
は
認
め
な
い
。

そ
の
理
由
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
①
近、
代、
自
然
法
に
基
づ
く
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
の
民
主
主
義
へ
の
不
信
、
②
人
間
は
し

ば
し
ば
神
や
「
自
然
的
な
」
法
、「
自
然
的
」
秩
序
の
名
に
お
い
て
最
悪
の
残
虐
行
為
を
な
し
て
き
た
こ
と
、
③
ド
イ
ツ
の
福
音
主
義

自
体
の
中
に
お
け
る
、
民
族
を
「
創
造
の
秩
序
」
と
み
る
「
自
然
法
思
想
」
に
対
す
る
批
判
・
拒
絶
、
④
「
神
は
隠
れ
て
い
ま
す
神
」

で
あ
り
、
そ
の
意
図
を
確
実
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
字
架
に
お
け
る
神
の
恩
寵
の
啓
示
は
人
間
理
性
に
と
っ
て
「
最
大
の

パ
ラ
ド
ク
ス
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
「
自
然
的
・
神
的
本
質
秩
序
」
と
い
う
教
義
へ
疑
念
の
最
大
の
根
拠
を
な
す
こ
と(

S
.

6
8

5

�

6
8

8)

。

こ
の
う
ち
③
で
峻
拒
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
来
ル
タ
ー
主
義
の
な
か
に
現
れ
て
い
た
「
民
族
性
の
神
学
」
な
い
し

論 説
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「
自
然
神
学
」
の
潮
流
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
族
を
神
の
「
創
造
の
秩
序｣

、
神
の
造
っ
た
自
然
的
な
基
礎
と
み
な
し
、
一
九
三
三
年

の
転
換
は
宗
教
改
革
に
お
け
る
民
族
と
福
音
の
出
会
い
の
再
来
だ
と
み
な
し
た
。

(

�)

覚
書
は
こ
れ
を
最
高
に
疑
わ
し
い
、
混
乱
し
た
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
伝
統
的
ル
タ
ー
主
義
、
自
然
神
学
＝
「
民
族
性
の
神
学
」
を
批
判
し
、
カ
ト

リ
ッ
ク
自
然
法
を
限
定
づ
け
つ
つ
、
覚
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
共
通
の
倫
理
的
基
礎
た
る
モ
ー
セ
の
十
戒
を
礎
と
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

こ

れ
こ
そ
が
、
政
治
的
社
会
的
秩
序
の
建
設
を
た
す
け
る
神
の
倫
理
的

sittlich

な
指
示
で
あ
り
、
そ
の
最
上
級
の
命
令
は
「
神
へ
の
畏

れ
と
神
へ
の
愛
」
だ
と
し
て
、
覚
書
は
そ
こ
か
ら
、「
政
治
的
社
会
的
行
動
の
尺
度
」
と
し
て
神
に
対
す
る
自
己
責
任
、
こ
れ
を
担
い

う
る
人
格
性
、
神
に
対
す
る
義
務
の
場
所
と
し
て
の
隣
人
と
の
共
同
体
と
い
う
規
範
的
命
題
を
引
き
出
し
、
人
間
の
真
の
人
格
性
を
保

証
す
る
こ
と
を
「
共
同
体
秩
序
の
中
心
的
関
心
事
」
だ
と
し
た(

6
9

0
ff.)

。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
構、
成、
員、
の、
人、
間、
ら、
し、
い、
存、
在、
・

人、
格、
性、
を、
保、
証、
す、
る、
と、
い、
う、
社、
会、
と、
国、
家、
の、
課、
題、
・
目、
的、
を
言
明
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
個
人
倫
理
が
明
確

に
超
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
三
に
、
覚
書
は
一
方
で
、
神
に
対
す
る
自
己
責
任
を
担
う
人
格
存
在
と
し
て
の
「
普
遍
的
な
人
権
」
の
不
可
侵
・
不
可
譲
、
国
家

の
「
専
制
的
な
抑
圧
か
ら
の
個
々
人
の
保
護
」(
い
わ
ば
市
民
的
自
由)

を
確
認
す
る
。
し
か
し
他
方
で
、
人
権
を
「
各
人
の
政
治
的

権
利
の
よ
う
な
特
定
の
政
治
的
権
力
配
分
の
要
求
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
や
、
一
七－

一
八
世
紀
の
自
然
法
教
義
の
観
念
世
界
に
由
来

す
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
教
会
の
人
々
の
国
家
観

(

国
民
主
権
・
民
主
制
的
自
由
主
義
的
な
、
か
つ
議
会
主
義
的
国
家
秩
序
を
キ
リ
ス
ト

教
的
な
秩
序
と
す
る
確
信)

を
批
判
し
、
戦
後
に
お
け
る
議
会
制
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
の
回
復
に
反
対
し
た(

S
.

6
8

5
,

7
0

5
,

7
0

6)
(

�)

。

そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
近
代
自
然
法
・
人
民
主
権
に
基
づ
く
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
国
家
形
態

も
社
会
問
題
も
解
決
で
き
な
か
っ
た
、
い
か
な
る
国
家

S
taatsw

e
se

n

に
と
っ
て
も
重
要
な
指
導
部
の
権
威
に
対
す
る
解
体
的
批
判
を

も
た
ら
し
、
大
衆
の
政
治
化
と
組
織
化
、
大
衆
化
＝
自
己
責
任
あ
る
行
動
の
止
揚
に
よ
り
、
結
局
は
「
国
民
の
自
己
神
格
化
」
を
も
た

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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ら
し
「
も
は
や
抑
制
し
得
な
い
政
治
的
諸
力
」
を
解
き
放
っ
た(

S
.

6
7

1
,

6
8

0
f.)

。
オ
イ
ケ
ン
、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
、
ラ
ン
ペ
が
起
草
し
た

付
論
「
経
済
秩
序
と
社
会
秩
序
」
で
は
端
的
に
、「
民
主
制
的
憲
法
は
独
裁
権
力
が
自
己
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る(

S
.

7
6

7
f.)

。
つ
ま
り
、
ワ
イ
マ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
劇
的
な
暗
転
を
体
験
し
、
国
民
大
衆
に
支
持
さ
れ
た
眼
前
の
ナ
チ

体
制
と
対
峙
す
る
中
で
、
ナ
チ
ズ
ム
・
ナ
チ
体
制
の
問
題
性
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
一
般
、
と
く
に
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
に
強
く
引

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
覚
書
は
、
大
衆
指
導
の
一
九
世
紀
的
ス
タ
イ
ル

(

イ
ギ
リ
ス
議
会
制
と
大
陸
で
の
そ
の
模
倣)

と
は

違
う
別
の
政
治
ス
タ
イ
ル
が
必
要
だ
と
言
い
、
当
面
は
、
言
論
と
出
版
の
自
由
、
集
会
の
自
由
、
団
結
の
自
由
な
ど
の
一
定
の
制
限
な

し
に
は
す
ま
な
い
と
言
う
の
で
あ
る(

S
.

7
0

3
ff.)

。

こ
う
し
て
、
コ
ル
ネ
リ
ー
セ
ン
が
「
部
分
的
に
は
伝
統
的
・
家
父
長
的
で
さ
え
あ
る
」
社
会
保
守
的
な
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、

(

�)

覚
書
の
保
守
的
立
場
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
時
代
拘
束
性
も
ま
た
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
ン
ス
・

モ
ム
ゼ
ン
も
、
市
民
的
抵
抗
の
戦
後
構
想
に
お
け
る
自
由
主
義
的
・
民
主
主
義
的
立
場
の
欠
如
に
つ
い
て
、
ワ
イ
マ
ル
の
諸
条
件
に
結

び
つ
く
こ
と
の
心
理
的
な
不
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

同
時
に
覚
書
は
、
民
主
制
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
権
力

で
あ
る
限
り
本
来
的
に
濫
用
へ
の
傾
向
性
を
宿
し
、「
権
力
の
デ
ー
モ
ン
」
を
統
御
し
う
る
よ
う
な
具
体
的
な
法
規
範
や
政
治
的
秩
序

形
態
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
権
、
国
家
の
強
制
権
力
か
ら
の
自
由
、
自
由
な
諸
個
人
の
結
合
と
し
て
の
政

治
的
共
同
体(
S
.

7
0

5)

、
社
会
体
の
下
か
ら
の
建
設(

S
.

7
1

5)
な
ど
を
言
い
つ
つ
も
、
右
の
よ
う
な
見
方
を
介
し
て
、
ル
タ
ー
的

O
b

rig
k

e
it

と
し
て
の
権
力
、
神
へ
の
責
任
と
い
う
宗
教
的
規
範
、
権
威
と
自
由
の
健
全
な
関
係
、
国
家
市
民
の
自
由
な
共
同
性
に
お

い
て
成
立
す
る
政
治
的
共
同
体
と
い
っ
た
抽
象
的
な
観
点
を
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を

市
民
的
抵
抗
に
つ
い

て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

「
官
憲
国
家
思
想
」
の
現
れ
と
み
る
の
は
全
く
表
面
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
覚
書
は
、「
わ
れ

わ
れ
は
今
や
も
は
や
古
い
官
憲
国
家
に
で
は
な
く
人
民
国
家

V
o

lk
sstaat

に
生
き
て
い
る
」
と
し
て(

S
.

6
6

1)

、
ど
ん
な
権
力
に
同
意

論 説
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を
与
え
る
の
か
と
い
う
点
で
の
国
家
人
民

S
taatsv

o
lk

の
責
任
を
こ
そ
問
題
に
し
て
い
る
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
上
か
ら
の
国
家

統
一
と
彼
の
「
権
力
政
治
の
大
き
な
成
功
」
の
負
の
遺
産
と
し
て
官
憲
国
家
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
長
い
残
存
を
指
摘
す
る
な
ど(

S
.

6
7

4)
、
明
ら
か
に
伝
統
的
な
官
憲
国
家
思
想
に
距
離
を
お
い
て
い
る
。

第
四
に
、
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
深
い
不
信
を
露
わ
に
し
た
覚
書
が
将
来
の
政
治
的
社
会
的
再
編
の
主
要
課
題
と
し
た
の
は
、
大

衆
化
の
克
服
＝
脱
大
衆
化
、
新
し
い
名
士
層

N
o

tab
e

lsch
ich

t

の
形
成
で
あ
る
。「
第
二
主
要
部
分
」
の
「
Ⅳ
、
社
会
政
策
」
や
オ
イ

ケ
ン
ら
が
起
草
し
た
付
論
に
お
い
て
、
こ
の
長
期
的
な
目
標
に
ね
ら
い
を
定
め
た
「
広
義
の
」
社
会
政
策
が
前
面
に
だ
さ
れ
、
フ
ェ
ア

な
業
績
競
争
秩
序
の
た
め
の
経
済
秩
序
政
策
は
こ
の
「
社
会
政
策
の
一
つ
の
部
分
」
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る(

S
.

7
5

6
f,

7
6

2
f.)

。

つ
ま
り
、
市
場
経
済
を
支
え
る
広
範
な
中
産
的
階
層
と
社
会
構
造

家
族
、
近
隣
関
係
、
自
立
し
た
人
間
の
協
同
組
合
的
結
合
、
職

能
身
分
団
体
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
な
ど
「
自
然
的
な
結
び
つ
き
に
お
い
て
生
じ
る
」
様
々
な
共
同
体
が
「
そ
れ
に
相
応
し
い
地
位
」
を
し
め

る
、
で
き
る
だ
け
多
様
な
構
造
に
お
い
て
編
成
さ
れ
た
社
会
構
造

を
創
り
出
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(

S
.

7
0

9
,

7
1

4
,

7
6

6)

。
そ
の
た
め
に
、
覚
書
は
全
体
と
し
て
、
経
済
集
中
の
緩
和
、
大
経
営
の
抑
圧
か
ら
の
中
小
経
営
の
保
護
、
手
工
業
や
自

立
的
農
民
の
保
護
育
成
、
経
済
の
地
方
的
特
性
の
維
持
・
促
進
を
掲
げ
る(

S
.

7
1

4
ff,

7
6

4)

。
要
す
る
に
、
覚
書
が
め
ざ
す
の
は
、

「
個
々
の
経
済
主
体
の
自
己
責
任
に
基
づ
き
、
協
同
組
合
お
よ
び
職
能
身
分
的
連
合
に
よ
り
広
範
囲
に
補
完
さ
れ
た
全
体
経
済
秩
序
」

(
S
.

7
6

7)

、「
浮
動
的
な
、
魂
な
き
大
衆
化
と
い
う
衰
退
を
も
た
ら
す
住
民
の
ア
ト
ム
へ
の
崩
壊
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
国
家
と
個
々

の
経
済
主
体
と
の
間
に
よ
く
編
成
さ
れ
た
身
分
制
的
統
合
を
創
る
こ
と
」
で
あ
る(

S
.

6
8)

。
こ
の
社
会
像
は
彼
ら
が
い
ま
目
を
向
け

始
め
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
自
然
的
に
分
節
化
さ
れ
た
有
機
的
多
元
的
社
会
像
と
も
共
通
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
が
こ
の
時
点
で
、
大
衆
化
・｢
全
体
的
」
国
家
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
国
家
・
社
会
像
を

対
置
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
内
容
は
十
分
展
開
さ
れ
て
い
な
い
が
、
な
に
か
〈
中
立
の
、
よ
り
高
次
の

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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国
家
〉
と
、
諸
個
人
の
自
立
・
自
発
性
に
基
づ
く
も
ろ
も
ろ
の
共
同
体
＝
社
会
的
中
間
団
体
に
有
機
的
に
編
成
さ
れ
た
社
会
構
造
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
人
格
的
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

そ
れ
は
す
な
わ
ち
市
場
経
済
を
支
え
る
自
然
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
も
あ

る

に
組
み
込
ま
れ
、
神
や
共
同
社
会
に
倫
理
的
責
任
意
識
を
も
つ
人
格
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
市
場
に
お
い
て
フ
ェ
ア
な

業
績
競
争
を
展
開
し
、
国
家
は
そ
の
経
済
秩
序
枠
組
み
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
国
家
が
ど
う
い
う
制
度
的
姿
を
と
る
の
か
、
ど

の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
は
、
未
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
点
お
よ
び
、
職
能
身
分
的
な
編
成

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ

イ
ス
は
戦
後
に
は
こ
れ
を
明
確
に
退
け
る

が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
は
過
渡
的
な
も
の
と
い
い
う
る
。

ま
だ
明
確
な
市
民
的
政
治
的
自
由
の
要
求
へ
と
は
展
開
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
覚
書
「
教
会
と
世
界
」

や
そ
の
討
議
過
程
で
の
デ
ィ
ー
ツ
ェ
文
書
、
そ
し
て
こ
の
度
の
国
際
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
会
議
に
む
け
た
覚
書
を
通
じ
て
、
ル
タ
ー
に
遡

っ
て
抵
抗
の
立
脚
点
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
、「
世
俗
の
こ
と
は
世
俗
の
こ
と
」
と
し
て
き
た

伝
統
的
二
王
国
論
が
明
確
に
乗
り
越
え
ら
れ
、
政
治
権
力
を
正
面
か
ら
批
判
し
、
こ
れ
を
支
え
て
い
る
国
民
自
身
の
覚
醒
が
教
会
の
任

務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
全
体
主
義
国
家
と
の
対
峙
の
中
で
内
在
的
に
人
権
思
想
が
熟
し
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、
自
然
法
や
カ
ト
リ
ッ

ク
社
会
論
へ
の
接
近
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
覚
書
と
前
後
す
る
時
期
か
ら
、
深
い
時
代
批
判
と
取
り

組
む
中
で
、
戦
後
に
は

(

一
九
四
七
年
以
後)

、「O
rd

o

」
概
念
を
総
括
概
念
と
す
る
形
で
、
競
争
経
済
と
そ
の
枠
組
み
を
な
す
国
家
・

社
会
秩
序
の
思
想
が
再
提
起
さ
れ
、
彼
ら
の
議
論
は
政
治
的
領
域
に
お
い
て
も
展
開
を
み
る
。

�

展

望

亡
命
し
た
レ
プ
ケ
、
リ
ュ
ス
ト
ウ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
人
々
や
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ア
ル
マ
ッ
ク
ら
は
、
四
〇
年
代
初

め
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
お
よ
び
そ
の
時
代
と
思
想
的
に
取
り
組
み
始
め
た
。
レ
プ
ケ
の
『
現
代
の
社
会
危
機
』(

一
九
四
二)

、『
ヒ
ュ
ー
マ

論 説
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ニ
ズ
ム
の
経
済
学
』(

一
九
四
四)

、『
ド
イ
ツ
問
題
』(

一
九
四
五)

、『
基
準
と
中
庸
』(

一
九
五
〇
、
論
文
集)

、
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ア
ル
マ
ッ

ク
の
『
神
な
き
世
紀
』(

一
九
四
八
、
以
下

Jh
o

G

と
略
記)

や
『
現
代
の
診
断
』(

一
九
四
九
、D

u
G

と
略
記)

、
リ
ッ
タ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
ド
イ
ツ
問
題
』(

一
九
四
八)

な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
ら
の
著
作
の
な
か
で
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス

と
そ
の
協
働
者
た
ち
は
ナ
チ
ズ
ム
を
、
大
略
、
も
ろ
も
ろ
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
に
ド
イ
ツ
に
先
鋭
化
し
て
現
れ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近
代
の
病
理
の
噴
出
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
文
脈
と
特
殊
ド
イ
ツ
的
事
情
の
結
合
と
し
て
把
握
し
た
。
特
殊
ド
イ

ツ
的
な
要
因
と
し
て
、
い
ま
そ
の
論
点
だ
け
列
挙
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
質
、
大
プ
ロ
イ
セ
ン
と
し
て
の
ド
イ
ツ
統

一
、
ロ
マ
ン
主
義
が
ド
イ
ツ
政
治
思
想
に
刻
み
込
ん
だ
影
響
、
ド
イ
ツ
の
社
会
的
亀
裂
の
深
刻
さ
な
ど
と
並
ん
で
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚

書
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
ル
タ
ー
主
義
と
そ
れ
が
刻
印
し
た
ド
イ
ツ
的
国
家
思
想
が
挙
げ
ら
れ
た
。
基
調
を
な
す
の
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
の
文
脈
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
核
心
的
な
論
点
は
、
世
俗
化
と
そ
の
帰
結
と
し
て
の
諸
々
の
偶
像
形
成
・
「
代
替
形
而
上
学
」

(

国
民
、
人
種
、
血
、
民
族
な
ど
の
崇
拝
、
各
種
の
発
展
法
則
論)

、
お
よ
び
大
衆
化
と
そ
の
文
化
的
政
治
的
帰
結
だ
と
い
え
よ
う
。
ナ
チ
経

済
体
制

当
時
広
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
と
と
も
に
「
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
概
念
で
括
ら
れ
た

を
、
彼
ら
は
、

「
悪
魔
化
し
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
」(

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書)

を
体
現
し
た
も
の
と
み
な
し
た
。
全
体
と
し
て
彼
ら
は
ナ
チ
ズ
ム

の
矛
盾
し
た
様
相
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ズ
ム
は
一
方
で
は
、
科
学
技
術
崇
拝
の
極
地
で
あ
り
、
啓
蒙
主
義

以
来
の
理
性
概
念
の
世
俗
化
、
科
学
の
方
法
の
自
立
化
、「
技
術
主
義｣

、「
科
学
主
義
的
傲
慢
と
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
」
の

結
合
と
い
う
、
文
明
世
界
の
す
べ
て
の
国
を
捉
え
た
病
理
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
近
代
の
生
の
無
味
乾
燥

化

D
e

v
italisie

ru
n

g

に
対
す
る
反
動
と
し
て
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
も
の
・
生
物
学
的
な
も
の
を
一
面
的
に
拡
大
し
、
近
代
批
判
の
諸
々
の

論
点
を
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取
り
入
れ
、
い
わ
ば
〈
近
代
の
超
克
〉
を
追
求
と
す
る
運
動
と
し
て
自
己
ア
ピ
ー
ル
し
、
広
範
囲
な
教

養
層
・
専
門
職
層
の
理
想
主
義
を
吸
収
し
つ
つ
、「
擬
似
宗
教
の
形
態
で
公
然
と
現
れ
た
最
初
の
大
衆
運
動
」
で
あ
っ
た
。

(

�)

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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こ
の
よ
う
に
ナ
チ
ズ
ム
を
世
俗
化
・
大
衆
化
・
社
会
構
造
の
変
化
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
変
質
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
文
脈
に
位

置
づ
け
る
と
ら
え
方
は
、
保
守
的
伝
統
史
学
と
の
対
決
、
過
去
の
克
服
、
西
側
統
合
を
実
践
的
課
題
と
し
た
社
会
構
造
史
学
の
潮
流
が

台
頭
す
る
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
会
で
は
、
ド
イ
ツ
の
罪
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
弁
明
的
な
も
の
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、

近
代
の
問
題
性
と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
八
〇
／
九
〇
年
代
以
後
の
ナ
チ
ズ
ム
研
究
の
動
向
と
今
日
の
研
究
水
準
に
照
ら
し
て
、
先
駆

的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
オ
ル
ド
思
想
は
、
一
方
で
は
そ
れ
自
身
近
代
の
病
理
を
体
現
し
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
次
元

か
ら
の
近
代
批
判
の
運
動
で
も
あ
る
と
い
う
ナ
チ
ズ
ム
把
握
の
中
か
ら
打
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
と
協
働
者
た
ち
が
ナ
チ
ズ
ム
の
根
源
を
問
う
時
代
批
判
に
取
り
組
ん
で
い
る
最
中
、
一
九
四
八
年
に
雑

誌
『
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｏ
』
が
創
刊
さ
れ
、
巻
頭
に
創
刊
の
辞
を
書
い
た
オ
イ
ケ
ン
夫
人
エ
デ
ィ
ッ
ト
は
、
ナ
チ
ズ
ム
を
生
ん
だ
時
代
と
そ
の
成

功
を
次
の
よ
う
に
描
い
た
。「
生
の
貧
困
化｣

、「
魂
の
空
虚
化
、
精
神
的
荒
廃
」
の
中
で
、「
人
間
は
創
造
の
全
体
と
の
無
意
識
の
一
体

性
を
失
っ
た｣

。
渇
い
た
人
々
に
ナ
チ
ズ
ム
は
彼
ら
が
現
世
で
最
も
熱
望
し
て
い
る
も
の
＝
生
を
約
束
し
た
。
ナ
チ
ズ
ム
は
「
血
と
土
」

へ
の
回
帰
に
よ
っ
て
、
近
代
的
生
の
人
工
性
に
根
源
性
の
要
素
を
持
ち
込
む
か
に
み
え
、
生
の
す
べ
て
の
要
素
、
す
な
わ
ち
秩
序
、
運

動
、
根
源
性
、
価
値
的
な
も
の
を
統
一
す
る
か
に
見
え
た
。
要
す
る
に
、
ナ
チ
ズ
ム
は
い
わ
ゆ
る
生
き
る
に
値
す
る
生
の
イ
メ
ー
ジ
を

樹
立
し
た
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
実
際
に
は
ナ
チ
ズ
ム
が
人
々
に
与
え
た
も
の
は
、
生
で
は
な
く
「
テ
ン
ポ
と
経
営｣

、「
計
画
」
で
あ

り
、
す
べ
て
は
「
擬
似
価
値
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
述
べ
て
、
エ
デ
ィ
ッ
ト
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
擬
似
価
値
が
崩
壊
し
た
「
真
空
」
の
中
で

提
起
さ
れ
て
い
る
課
題
、
希
望
を
託
し
う
る
模
索
の
方
向
を
次
の
よ
う
に
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
新
た
な
洞
察
に
よ
っ
て
、
ま
た
同
時

に
過
去
の
も
ろ
も
ろ
の
洞
察
に
遡
及
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
諸
秩
序
と
調
和
し
「
人
間
の
自
由
と
事
物
の
必
然

性
」
を
合
致
さ
せ
る
秩
序
、
真
の
諸
価
値
の
生
き
生
き
し
た
全
体
性
を
そ
の
よ
う
な
真
空
に
対
置
す
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。「
わ

れ
わ
れ
の
希
望
は
次
の
こ
と
に
の
み
あ
り
う
る

そ
し
て
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
き
わ
め
て
深
い
、
宗
教
的
な
る
も
の
に
及
ぶ
わ
れ
わ

論 説
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れ
の
存
在
の
領
域
に
接
す
る

。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
生
を
再
び
、
あ
ら
た
め
て
手
探
り
で
模
索
し
つ
つ
コ
ス
モ
ス
の
統
一
の
な

か
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
、
再
び
わ
れ
わ
れ
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
。

(

�)

こ
れ
が
、
コ
ス
モ
ス
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
あ
る
「
オ
ル
ド
」
が
雑
誌
名
に
な
っ
た
所
以
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

軌
を
一
に
し
て
、
こ
の
間
版
を
重
ね
て
き
た
オ
イ
ケ
ン
の
『
国
民
経
済
の
基
礎
』(『

基
礎』

、G
lN

と
略
記)

(

�)

の
第
三
版

(

一
九
四
三)

か
ら
第
六
版

(
一
九
五
〇)

に
か
け
て
、
重
要
な
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
。
内
外
の
諸
研
究
に
決
ま
っ
て
引
用
さ
れ
る
オ
イ
ケ
ン
の

「
よ
く
機
能
す
る
、
そ
し
て
人
間
に
相
応
し
い
秩
序
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
う
ち
、「
そ
し
て
人
間
に
相
応
し
い
」
と
い
う
言
い
回
し

は
、
第
三
版
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
、「
そ
し
て
」
が
隔
字
体
で
強
調
さ
れ
て
い
る(

G
lN

,
3
.

A
u

fl.,
S
.

2
8

8)

。
第
六
版
で
は
、
オ
イ

ケ
ン
自
身
が
オ
ル
ド
理
念
を
掲
げ
、
没
後
に
出
版
さ
れ
た
『
経
済
政
策
の
原
理
』(『

原
理』

、G
sW

と
略
記)

(

�)

に
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま

ま
再
録
さ
れ
る
。『
基
礎
』
第
六
版
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
オ
ル
ド
」
と
は
古
代
哲
学
に
端
を
発
し
、
中
世
に
か
け
て
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想

の
な
か
で
仕
上
げ
ら
れ
た
秩
序
思
想
で
、「
理
性
あ
る
い
は
人
間
と
事
物
の
本
質
に
照
応
す
る
秩
序
」
で
あ
る
。「
機
能
し
な
い
不
公
正

な
現
実
の
秩
序
の
時
代
に
は
、
本
質
秩
序
あ
る
い
は
自
然
的
秩
序
あ
る
い
は
オ
ル
ド
と
い
う
理
念
」
が
決
ま
っ
て
蘇
っ
た
。
た
と
え
ば
、

四
／
五
世
紀
の
転
換
期
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
の
思
想
を
発
展
さ
せ
、
一
七
／
一
八
世
紀
に
は
自
然
秩
序

d
ie

N
atu

ro
rd

n
u

n
g

(
o

rd
e

r
n

atu
re

l)

が
現
実
の
秩
序
に
対
置
さ
れ
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。
そ
し
て
今
日
、「
工
業
経
済
の
た
め
に
、
経
済
、
社
会
、
法
、

国
家
の
よ
く
機
能
す
る
、
そ
し
て
人
間
に
相
応
し
い
秩
序
を
見
い
だ
す
と
い
う
喫
緊
の
課
題
に
直
面
し
て
、
こ
の
理
念
が
再
び
蘇
る
」

(
G

lN
,

6
.

A
u

fl,
S
.

2
3

9
;

G
sW

,
S
.

3
7

3)

。
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｏ
創
刊
の
翌
年
、
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ア
ル
マ
ッ
ク
も
ま
た
、
人
格
性
の
思
想
と
と
も
に

オ
ル
ド
思
想
を
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
堅
固
な
基
礎
と
み
な
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
盛
期
ス
コ
ラ
学
に
お
い
て
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
完
成

さ
れ
た
オ
ル
ド
思
想
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
、
前
面
に
あ
る
、
日
常
的
な
文
化
が
、
神
と
い
う
永
遠
の
形
相
理
念

F
o

rm
id

e
e

へ
の
関
与
の
段
階
的
な
構
造
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
考
え
方
は
現
代
の
社
会
的
熟
考
の
た
め
に
有
意
義

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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だ
と
述
べ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
支
持
者
た
ち
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
な
か
で
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
人
格
性
の
思
想
と

オ
ル
ド
思
想
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
共
通
の
も
の
と
し
て
、
社
会
論
の
基
礎
と
し
て
承
認
し
う
る
と
し
た(

D
u

G
,

S
.

5
6

4
f.)

。

こ
こ
で
オ
ル
ド
理
念
の
形
而
上
学
的
内
容
に
立
ち
入
る
準
備
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
う
確
認
で
き
よ
う
。
オ
ル
ド
と
は
コ
ス
モ

ス
の
調
和
、
最
高
善
た
る
神
へ
の
関
係
づ
け
に
お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
世
界
の
秩
序
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
人
間
の

歴
史
の
危
機
的
局
面
で
た
え
ず
呼
び
出
さ
れ
て
き
た
、
現
状
批
判
と
変
革
の
基
準
で
あ
る
。
オ
イ
ケ
ン
は
言
う
。「
歴
史
の
な
か
で
変

化
す
る
、
個
々
の
事
実
と
し
て
の
秩
序
」
と
「
オ
ル
ド
と
し
て
の
秩
序
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
概
念

の
区
別
は
、
人
間
が
「
具
体
的
な
秩
序
」
を
知
ろ
う
と
し
、
そ、
し、
て、(

強
調
は
オ
イ
ケ
ン)

「
新
し
い
よ
り
よ
い
秩
序
」
を
求
め
る
が
ゆ

え
に
、
当
該
の
「
具
体
的
な
秩
序
と
の
対
峙
の
中
で
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
生
じ
る｣

。
し
か
し
、
両
概
念
は
相
互
に
厳
し
く
対
立
す

る
」
と(

G
lN

,
6
.

A
u

fl.,
S
.

2
3

9)
。
こ
う
し
て
オ
ル
ド
概
念
は
、
ロ
ー
ザ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に(

R
o

se
r,

S
.

3
3

7)

、
古
来
、「
自
然

法
」
が
も
っ
た
機
能
に
類
す
る
役
割
を
も
つ
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
で
、
Ｈ
・
リ
ー
ゼ
や
Ｒ
・
プ
タ
ク
の
よ
う
に
、「
オ
ル
ド
」

理
念
を
、
完
全
競
争
に
基
づ
く
交
換
経
済
と
い
う
経
済
秩
序
像
を
正
当
化
す
る
た
め
に
い
わ
ば
戦
術
的
に
持
ち
出
さ
れ
た
概
念
だ
と
す

る
見
方
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
、
秩
序
自
由
主
義
者
た
ち
の
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
へ
の
関
係
は
同
盟
パ
ー
ト
ナ
ー
を
求
め
て
の
戦
術

的
な
も
の
だ
と
す
る
ハ
ー
ゼ
ル
バ
ッ
ハ
の
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
。

(

�)

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
全
員
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
は
、
三
〇
年
代
半
ば
以
降
、
ナ
チ
ズ
ム
と
の
対
峙
の
中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
の
再
評
価
・
こ
れ
へ

の
接
近
を
示
し
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
一
定
の
受
容
、
伝
統
的
ル
タ
ー
主
義
批
判
、
二
王
国
論
の
克
服
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム

運
動
へ
の
参
与
の
中
で
、
オ
ル
ド
概
念
は
、
あ
る
意
味
で
必
然
的
に
歴
史
の
淵
か
ら
姿
を
現
し
て
き
た
と
も
言
え
よ
う
。

一
九
四
四
年
に
レ
プ
ケ
が
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
経
済
学
』
に
お
い
て
、
と
く
に
一
九
三
一
年
の
ピ
ウ
ス
一
一
世
の
社
会
回
勅
に
言

及
し
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
と
こ
の
回
勅
で
概
念
化
さ
れ
た
補
完
性
原
理
を
積
極
的
に
評
価
し
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ

論 説
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ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
も
歓
迎
さ
れ
た
。

(

�)

ま
た
、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
一
九
四
五
年
八
月
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
社
会
論
の
領
域
で
の
長
い
、
ほ
と
ん
ど
中
断
な
き
伝
統
と
そ

の
頂
点
を
な
す
レ
オ
一
三
世
と
ピ
ウ
ス
一
一
世
の
回
勅
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
福
音
主
義
の
側
で
は
こ
の
分
野
の
活
動
を
ま
す

ま
す
世
俗
化
し
た
学
問
に
委
ね
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
省
み
つ
つ
、
改
め
て
福
音
主
義
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
秩
序
」
論
を
試
み

て
い
る
。

(

�)

「
改
め
て
」
と
い
う
の
は
、
既
述
の
、
一
九
三
七
年
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
世
界
会
議
に
向
け
て
の
準
備
過
程
で
デ
ィ
ー
ツ
ェ

自
身
も
参
加
し
て
作
成
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
文
書
「
教
会
と
経
済
秩
序
」
が
す
で
に
そ
れ
を
試
み
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
経

済
活
動
に
際
し
て
の
他
者
の
所
有
の
尊
重
、
社
会
生
活
に
お
け
る
誠
実
さ
と
公
正
さ
の
遵
守
、
隣
人
愛
の
行
使
と
い
う
「
主
の
要
求
」

は
個
々
の
人
間
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
「
生
活
と
創
造
の
諸
共
同
体
」
に
も
妥
当
す
る
と
し
て
、
す
べ
て
の
経
済
秩
序
に
対
し
て
、
神

の
命
令
、
し
た
が
っ
て
十
戒
に
合
致
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
第
七
、
九
、
一
〇
戒
か
ら
、
所
有
者
が
他
者

の
隣
人
と
し
て
現
れ
る
よ
う
な
所
有
秩
序
を
、
第
五
戒
か
ら
、
人
格
と
し
て
の
個
々
人
の
尊
重
を
、
最
後
の
三
つ
か
ら
、
地
上
の
財
と

権
力
の
偶
像
化
の
戒
め
を
引
き
出
し
、
さ
ら
に
国
民
経
済
相
互
の
関
係
に
お
い
て
も
、
自
民
族
の
賛
美
と
他
の
民
族
の
容
赦
な
き
搾
取

に
陥
ら
ぬ
よ
う
戒
め
、
諸
民
族
の
生
存
権
の
尊
重
を
要
求
し
た
。

(

�)

こ
の
た
び
の
改
め
て
の
試
み
に
お
い
て
も
、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
、
こ
の
十
年
の
彼
自
身
の
思
索
や
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
の
活
動
、

と
く
に
一
九
四
二
／
四
三
年
の
覚
書
の
帰
結
に
遡
及
し
つ
つ
、「(
聖
書
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た)

十
戒
」
か
ら
要
請
さ
れ

る
社
会
＝
経
済
倫
理

(

個
人
＝
経
済
倫
理
で
は
な
く)

の
要
諦
を
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
主、
の、
命、
令、
は、
個、
、々
人、
に、
だ、
け、
で、

な、
く、
、
個、
、々
人、
の、
生、
活、
の、
諸、
共、
同、
体、
に、
も、
向、
け、
ら、
れ、
て、
い、
る、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
、
財
へ
の
自
己
責
任
的
権
限(

私
的
所
有
権)

の
保
証
の
ほ
か
に
、
経
済
・
社
会
秩
序
が
人
格
と
し
て
の
個
々
人
を
破
壊
な
い
し
搾
取
し
て
は
な
ら
ず
、
経
済
活
動
す
る
「
隣
人
」
と

し
て
「
真
の
共
同
体
」
を
可
能
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
を
柱
に
し
、
こ
の
観
点
を
土
台
と
し
て
、
業
績
と
全
体
経
済
へ

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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の
奉
仕
に
基
づ
く
競
争
秩
序
お
よ
び
こ
れ
を
支
え
る
「
社
会
政
策
」
と
い
う
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
の
要
点
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
全

体
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
彼
ら
が
目
指
す
そ
の
よ
う
な
競
争
秩
序
が
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
的
経
済
秩
序
で
も
、「
個
々

人
に
自
己
責
任
性
の
最
高
度
」
を
み
と
め
る
秩
序
で
も
な
い
、
第
三
の
、
す
ぐ
れ
て
倫
理
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
人
格
性
、
尊
厳
、
隣
人
、
真
の
共
同
体
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
そ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
に
接
近
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
に
お
い
て
は
、
共
同
体
な
い
し
社
会
が
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
個
々
人
だ

け
で
な
く

(

社
会)
全
体
も
固
有
の
目
的
を
も
つ
と
さ
れ
る
が
、

(

�)

デ
ィ
ー
ツ
ェ
は
、
既
述
の
ア
ル
ピ
ル
ス
バ
ッ
ハ
神
学
会
議
で
の
報
告

に
お
い
て
す
で
に
、
一
九
〇
五－

二
三
年
に
五
巻
か
ら
な
る
国
民
経
済
学
教
科
書
を
著
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
代
表
者
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
ペ
ッ
シ
ュ

(

イ
エ
ズ
ス
会
神
学
者
・
国
民
経
済
学
者
、
ネ
ル
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ
の
師)

の
言

「
社
会
は
目
的
な
き
形
成
体
で
は
な
い
。

社
会
の
よ
う
な
き
わ
め
て
一
般
的
な
現
象
に
と
っ
て
も
、
全
般
的
な
存
在
根
拠
、
目
標
、
目
的
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ

れ
わ
れ
に
教
え
る
の
は
、
何
ら
か
の
特
定
の
世
界
観
で
は
な
く
、
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」

を
引
き
つ
つ
、
そ
の
こ
と
を
主
張
し

よ
う
と
し
て
い
た
。

(

�)

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
、
い
ま
や
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
の
経
済
秩
序
構
想
自
体
が
、
人
間
の
人
格
的
な
自
由

個、

、々
人、
の、
み、
な、
ら、
ず、
、
共、
同、
社、
会、
全、
体、
が、
実、
現、
す、
べ、
き、
目、
標、
と、
し、
て、
の、

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
、
こ
こ
に
、
三
〇

年
代
初
め
以
来
の

N
e

o
-L

ib
e

ralism
u

s

は

O
rd

o
-L

ib
e

ralism
u

s

へ
と
思
想
的
な
展
開
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
戦

後
オ
イ
ケ
ン
ら
は
、
従
来
か
ら
提
唱
し
て
い
た
国
家
、
法
、
社
会
の
諸
秩
序
の
相
互
連
関
の
な
か
で
初
め
て
実
現
で
き
る
競
争
秩
序

を
、
人
間
の
人
格
的
自
由
と
い
う
規
範
的
な
価
値
と
の
関
係
で
こ
そ
意
味
づ
け
て
い
く(｢

全
体
連
関
」
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
強
調
さ

れ
る)

。
そ
れ
は
、
オ
イ
ケ
ン
ら
に
お
い
て
当
初
よ
り
自
明
の
も
の
と
し
て
前
提
に
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
意
識
的
に
論
理

化
さ
れ
、
前
景
に
押
し
出
さ
れ
る
の
は
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
の
対
峙
を
へ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
ゴ
ル
ド
シ

論 説
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ュ
ミ
ッ
ト
も
、
オ
イ
ケ
ン
の
『
基
礎
』
初
版

(

一
九
三
九
年
脱
稿)

で
は
「
自
由
」
は
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
九
五
〇
年
の
第
六
版

で
は
じ
め
て
「
人
間
の
自
己
責
任
的
な
生
活
」
と
い
う
指
摘
が
あ
ら
わ
れ
、
死
後
出
版
の
『
原
理
』
に
お
い
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
と

す
る
が
、

(
�)

も
う
少
し
早
い
。

既
述
の
よ
う
に
、『
基
礎
』
の
第
三
版

(

一
九
四
三
年)

で
「
そ、
し、
て、
、
人
間
に
相
応
し
い
」
と
い
う
言
い
回
し
が
追
加
さ
れ
た
が
、

四
七
年
の
第
五
版
で
「
人
間
に
相
応
し
い
」
と
は
「
自
己
責
任
的
な
生
活
が
可
能
で
あ
る
」
こ
と
だ
と
定
義
さ
れ
た(

G
lN

,
5
.

A
u

fl.,

S
.

3
7

1)

。
つ
い
で
翌
年
、
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ｏ
創
刊
号
の
論
文
で
、
オ
イ
ケ
ン
は
自
由
の
問
題
を
歴
史
を
遡
り
つ
つ
論
じ
て
お
り
、
こ
の
論
述

は
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
原
理
』
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
再
出
す
る(

G
sW

,
S
.

1
7

5
ff.)

。
こ
れ
ら
に
お
い
て
オ
イ
ケ
ン
は
、
ド
イ
ツ

自
由
主
義
の
負
の
遺
産
の
時
代
を
飛
び
越
し
て
一
八
世
紀
末
／
一
九
世
紀
初
頭
の
初
期
自
由
主
義
に
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ト
に
遡
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
時
代
の
指
導
精
神
、
偉
大
な
モ
ラ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
自
由
は
、
経
済
や
政
治
の
事
柄
を
は
る
か
に
こ
え
る
「
人
間
存
在

の
唯
一
の
可
能
な
形
式
」
で
あ
り
、
自
由
は
す
べ
て
の
道
徳
の
前
提
で
あ
り
、「
自
由
な
決
定
の
み
が
拘
束
的
な
道
徳
的
価
値
秩
序
の

認
識
と
実
現
を
可
能
に
す
る｣

、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
後
の
現
実
に
お
い
て
は
、
独
占
＝
社
会
的
権
力
体
の
成

立
と
ビ
ス
マ
ル
ク
の
利
益
政
策
以
来
の
経
済
国
家
の
肥
大
化
を
へ
て
、
装
置
が
目
的
に
、
人
間
が
手
段
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
隷
属
と

奴
隷
制
の
新
し
い
形
態
」
に
至
り
つ
き
、
今
日
、「
自
由
の
救
出
」
が
現
代
の
新
し
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
ど
の
よ
う

な
秩
序
形
態
が
自
由
を
保
障
す
る
か｣

、「
同
時
に
自
由
の
濫
用
を
制
限
す
る
か
」
と
、
二
重
の
問
い
が
発
せ
ら
れ
、

(

�)

問
題
は
、
自
由
と

秩
序
は
決
し
て
対
立
せ
ず
、
相
互
に
他
を
前
提
し
、
依
存
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
命
題
に
引
き
絞
ら
れ
る(

G
sW

,
S
.

1
7

9)

。

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
オ
イ
ケ
ン
は
カ
ン
ト
に
依
拠
し
つ
つ
、
自
由
論
を
展
開
す
る
。「
自、
由、
な、
決、
定、
の、
み、
が、
拘、
束、
的、
な、
、
道、
徳、
的、
な、

秩、
序、
の、
認、
識、
と、
実、
現、
を、
可、
能、
に、
す、
る、
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
自
由
な
人
間
の
み
が
観
察
し
、
自
立
的
に
思
考
し
つ
つ
、
真
理
に
接
近
で

き
る
。
彼
は
論
理
の
法
則
に
は
縛
ら
れ
る
が
、
何
ら
か
の
外
的
な
権
力
が
押
し
つ
け
る
意
見
に
は
縛
ら
れ
な
い
。
自
由
な
人
間
の
み
が

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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意
志
能
力
を
も
つ
。

法
は
こ
の
よ
う
な
自
由
領
域
を
保
障
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
経
済
政
策
は
自
由
で
、
自
然
的
な
、
神
に

よ
っ
て
望
ま
れ
た
秩
序
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
の
中
に
あ
る
人
間
は
、
彼
自
身
の
自
由
を
自
ら
放
棄
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
な
い
の
と
同
様
、
他
者
の
自
由
領
域
を
軽
視
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
、
他
者
の
自
由
領
域
の
と
こ
ろ
で
、
彼
の
人
格

は
そ
の
境
界
を
見
い
だ
す
。
彼
は
こ
の
自
由
領
域
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
性�

�
�
��
����

を
行
使
す
る
。
自
由

正
し

く
理
解
さ
れ
た

と
人
間
性
と
法
は
一
致
し
、
相
互
に
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
」(

G
sW

,
S
.

1
7

6)

。

自
由
は
、
道
徳
的
価
値
秩
序
・
真
理
の
認
識
を
可
能
に
し
、
そ
の
地
点
か
ら
ま
た
自
己
の
自
由
を
他
者
＝
社
会
と
の
関
係
で
位
置
づ

け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
自
己
と
他
者
＝
社
会
と
の
関
係
の
あ
る
べ
き
秩
序
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
由
と
秩
序

は
相
互
に
互
い
を
前
提
と
す
る
、
と
い
う
右
の
命
題
の
内
容
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
オ
イ
ケ
ン
の
自
由
と
秩
序
の
相
互
関
係

に
つ
い
て
、
ゴ
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
由
は
秩
序
の
認
識
の
中
で
初
め
て
展
開
し
う
る
と
い
う
こ
と
だ
と
ま
と
め
、
こ
れ
は
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
の
な
か
に
あ
る
視
角
だ
と
指
摘
す
る
。

(

�)

門
外
漢
の
筆
者
に
は
そ
の
よ
う
な
関
連
で
の
考
察
は
今
後
の

課
題
で
あ
る
が
、
オ
イ
ケ
ン
の
自
由
概
念

そ
し
て
ま
た
、
彼
が
オ
ル
ド
概
念
の
下
で
目
指
す
競
争
秩
序

が
人
間
の
存
在
論
的

な
次
元
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、『
原
理
』
の
次
の
言
葉
が
よ
く
示
し
て
い
る
。「
人
間
の
精
神
的
・
霊
的
存
在
に
つ
い
て
の

厳
粛
な
問
題
が
、
経
済
的
制
御
機
構
と
い
う
き
わ
め
て
無
味
乾
燥
な
問
題
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
慣
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(

G
sW

,
S
.

1
8

4)

。
そ
れ
ゆ
え
に
オ
イ
ケ
ン
は
、「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
特
徴
づ
け
は
、
無
神
論
と

の
結
び
つ
き
が
つ
き
ま
と
い
、「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
一
九
世
紀
的
自
由
主
義
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
で
適
切
で

な
い
と
言
う
の
で
あ
る(

G
sW

,
S
.

3
7

4
f.)
(

�)

。

こ
う
し
て
、
か
つ
て
の
新
自
由
主
義
的
な
競
争
秩
序

(

新
自
由
主
義
的
人
間
観
に
基
づ
き
機
能
す
る
効
率
的
経
済
、
進
歩
す
る
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
経
済
の
た
め
の
秩
序)

は
、
人
間
存
在
の
根
幹
に
関
わ
る
秩
序
＝
人
間
の
人
格
的
存
在
を
保
証
す
る
経
済
・
社
会
・
国
家
秩
序

論 説
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の
構
想
へ
と
鋳
直
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
秩
序
自
由
主
義
が
前
提
に
し
、
実
現
を
目
指
す
人
間
像
も
豊
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
匿
名
の
国
家
的
＝
経
済
的
機
構
の
一
小
部
分｣

、
た
ん
な
る
「
手
段
」｢

モ
ノ

S
ach

e

と
な
り
、
人
格
と
し
て
の
性
格
を
失
」
っ
た

人
間
で
は
な
く
、
道
徳
的
＝
人
格
的
自
律
を
も
つ
「
自
由
な
自
己
責
任
的
な
人
間
」(

G
sW

,
S
.

1
7

7
,

1
7

8)

、
能
力
相
応
に
才
能
を
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
共
通
な
利
害
に
基
づ
い
て
、「
人、
間、
の、
本、
源、
的、
な、
欲、
求、
」
に、
合、
致、
し、
た、
自、
発、
的、
な、
集、
団、
形、
成、
を、
な、
し、
、
こ、
の、

よ、
う、
に、
し、
て、
、「
経、
済、
お、
よ、
び、
社、
会、
の、
自、
由、
な、
秩、
序、
を、
支、
え、
、
か、
つ、
完、
成、
す、
る、
能、
力、
を、
も、
つ、
人、
間、
類、
型、
」
で
あ
る(

G
sW

,
S
.

3
1

9
f.)

。

こ
こ
に
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
覚
書
同
様
、
個

In
d

iv
id

u
u

m

や
ア
ト
ム
と
し
て
の
存
在
を
超
え
た
人
格
と
し
て
の
人
間
把
握
、
自
然
本

性
的
に
社
会
性
を
も
つ
存
在
と
し
て
の
人
間
把
握
、
人
間
の
理
性
的
・
倫
理
的
能
力
へ
の
信
頼
、
し
た
が
っ
て
人
間
を
成
長
し
う
る
存

在
と
し
て
動
的
に
捉
え
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
オ
イ
ケ
ン
は
『
基
礎
』
第
五
版
で
も
第
六
版
で
も
、
具
体
的
な
「
諸
々
の
経
済
秩
序
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
限
定

し
、「
経
済
の
秩
序
」O

rd
n

u
n

g
d

e
r

W
irtsch

aft

、
す
な
わ
ち
規
範
的
「
オ
ル
ド
」
を
志
向
す
べ
き
経
済
秩
序
の
具
体
的
内
容
に
つ
い

て
は
そ
れ
以
上
論
じ
な
か
っ
た
と
断
っ
て
い
る
。

(
�)

し
か
し
、
彼
が
あ
る
べ
き
社
会
経
済
秩
序
を
決
し
て
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
完
全
競
争

市
場
に
の
み
委
ね
た
の
で
な
い
こ
と
は
、『
原
理
』
に
掲
げ
ら
れ
た
、
市
場
に
対
す
る
四
つ
の
規
制
政
策
か
ら
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
独
占
統
制
、
②
競
争
秩
序
の
欠
陥
を
矯
正
す
る
所
得
政
策

(

再
配
分
政
策
、
累
進
課
税)

、
③
外
部
コ
ス
ト
を
算
入

し
た
経
済
計
算

(

土
壌
、
森
林
破
壊
な
ど
経
済
活
動
の
環
境
負
荷
、
お
よ
び
労
働
市
場
の
完
全
競
争
で
は
解
決
で
き
な
い
労
働
者
保
護
を
、
企

業
の
計
画
の
自
由
を
制
限
し
て
外
部
コ
ス
ト
と
し
て
算
入
す
べ
き
こ
と)
、
④(

労
働
市
場
に
お
け
る
供
給
が
持
続
的
に
非
正
常
な
場
合)

「
最
低

賃
金
の
確
定｣

、
が
そ
れ
で
あ
る
。
人
格
的
自
由
と
他
者
＝
社
会
と
の
関
係
に
お
け
る
そ
の
制
限
と
い
う
オ
イ
ケ
ン
の
自
由
論
は
、
こ

の
よ
う
に
具
体
的
な
観
点
に
お
い
て
も
、
今
日
で
言
う
持
続
可
能
な
経
済
ま
で
射
程
に
入
れ
た
社
会
的
な
る
も
の
の
重
視
に
繋
が
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

(

�)

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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オ
イ
ケ
ン
は
、
一
九
五
〇
年
春
、
講
演
に
赴
い
た
ロ
ン
ド
ン
で
心
臓
発
作
の
た
め
不
帰
の
客
と
な
る
が
、
し
か
し
、
生
前
の
オ
イ
ケ

ン
や
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
学
派
、
そ
の
協
働
者
た
ち
が
自
由
と
秩
序
の
相
互
依
存
と
い
う
命
題
の
も
と
に
目
指
し
た
も
の
は
、
大
き
く
み
る

と
、
井
上
達
夫
が
「
秩
序
の
ト
リ
ア
ー
デ
」
と
呼
ぶ
「
国
家
、
市
場
、
共
同
体
」

こ
の
国
家
は
「
強
い
国
家
」｢

毅
然
た
る
法
治

国
家
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い

、
こ
れ
ら
三
つ
の
秩
序
形
成
装
置
の
併
存
、「
相
互
の
抑
制
と
均
衡
」
に
近
い
も

の
だ
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

筆
者
の
見
通
し
で
は
そ
の
よ
う
に
言
い
う
る
方
向
性
に
お
い
て
、
彼
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
に
言
及
す
る
な
ど
、
古
代

に
ま
で
遡
っ
て
自
由
主
義
の
再
構
築
を
目
指
し
た
。
そ
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
い
ま
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
と
そ

の
協
働
者
た
ち
に
お
け
る
そ
う
し
た
方
向
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
的
に
列
挙
す
れ
ば
、
古
代
以
来
の
自
然
法
理
念
の
承
認
、
新
し
い
内
容
の

法
治
国
家

(

基
本
権
の
保
障
だ
け
で
な
く
、
独
占
の
解
体
、

(

�)

「
十
分
な
権
力
を
も
つ
安
定
し
た
国
家
装
置
」
と
同
時
に
、
国
家
か
ら
の
個
々
人
の

自
由
の
保
護)

、
形
式
民
主
制
・｢

純
粋
な
民
主
制｣

・
議
会
絶
対
主
義
へ
の
批
判

(｢

民
主
制
的
な
諸
制
度
は
そ
れ
自
体
と
し
て
恣
意
や
独
裁

に
対
す
る
砦
で
は
な
い｣)

、
国
家
へ
の
も
ろ
も
ろ
の
対
重
、
分
権
主
義
、
混
合
政
体
論

(

レ
プ
ケ)

、
そ
し
て
補
完
性
原
理
に
基
づ
く
社

会
・
国
家
構
造
、
厚
み
の
あ
る
中
間
層
の
再
建
を
め
ざ
す
社
会
構
造
政
策
な
ど
で
あ
る
。
と
く
に
、
補
完
性
原
理
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・

ク
ラ
イ
ス
と
そ
の
協
働
者
た
ち
が
要
求
す
る
自
律
的
な
個
人
・
人
格
的
自
由
、
分
権
化
、
協
同
組
合
的

g
e

n
o

ssisch

な
自
主
的
・
自

治
的
社
会
編
成
、
社
会
的
権
力
体
か
ら
独
立
の
国
家
意
志
形
成
、
国
家
に
の
み
固
有
の
課
題
に
お
け
る
必
要
な
ら
強
力
な
介
入
、
プ
レ

ビ
シ
ッ
ト
で
は
な
い
代
議
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
と
全
く
整
合
す
る
原
理
で
あ
り
、
全
員
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
る

(

た
だ
し
職
能
身
分

的
発
想
が
退
け
ら
れ
る
の
は
、
四
三
年
の
「
覚
書
」
段
階
と
の
決
定
的
違
い
で
あ
る)

。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
と
い
う
ド
イ
ツ
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
保
守
的
自
由
主
義
者
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
的
立
憲
主
義
に
刻
印
さ
れ
た
国
家
観
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
を
摂
取
し
た

補
完
性
原
理
の
国
家
観
へ
転
換
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

論 説
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現
実
の
歴
史
過
程
で
は
、
秩
序
自
由
主
義
の
中
心
的
柱
た
る
反
独
占
政
策
は
、
国
際
的
な
枠
組
み
や
経
済
界
と
の
対
立
の
た
め
に
挫

折
し
、
柳
澤
治
が
簡
明
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
秩
序
自
由
主
義
は
新
自
由
主
義
政
策
へ
と
帰
結
す
る
。

(

�)

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

秩
序
自
由
主
義
は
敗
北
し
た
思
想
と
も
言
え
、
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
や
時
代
拘
束
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
以
下

の
よ
う
な
点
に
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
ト
ム
的
な
個
で
は
な
い
人
格
と
し
て
の
人
間
把
握
、

人
格
性
・
人
権
を
尺
度
と
し
た
自
由
と
社
会
と
の
関
係
づ
け
、
社
会
的
権
力
体
の
批
判
、
社
会
構
成
員
の
人
格
性
が
実
現
さ
れ
る
べ
き

共
同
社
会
、
社
会
的
な
る
も
の
の
重
視
、
人
間
の
社
会
的
本
質
に
根
拠
を
も
つ
有
機
的
な
社
会
的
中
間
団
体
に
編
成
さ
れ
た
多
元
的
な

社
会
構
造
と
社
会
的
自
治
の
重
視
、
市
場
を
支
え
る
倫
理
や
法
の
強
調
、
市
場
経
済
を
枠
づ
け
そ
の
帰
結
を
矯
正
す
る
国
家
＝
政
治
の

役
割
の
再
評
価
な
ど
で
あ
る
。

本
研
究
は
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研
費
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成
を
受
け
た
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あ
る
。
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参
照
。
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(

�)
オ
イ
ケ
ン
は
三
三
年
七
月
に
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
『
神
学
的
実
存
』

「
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
者
に
対
す
る
す
ば
ら
し
い
破
壊
的

批
判
」
と
評
す

や
ナ
チ
ス
と
の
断
固
た
る
対
決
に
感
銘
を
受
け
つ
つ
も
、「
バ
ル
ト
の
も
つ
信
仰
は
私
の
信
仰
で
は
な
い
。
内
容
と
し

て
捉
え
る
と：
肉
体
の
復
活
、
永
遠
の
生
、
罪
の
赦
し

こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
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と
記
し
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い
る
と
い
う
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雨
宮
『
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
の
展
開』

、
二
三
八
頁
以
下
お
よ
び
前
掲
山
崎
論
文
「
抵
抗
と
服

従｣

、
三
四
三－

三
四
四
頁
三
章
。
ナ
チ
ス
側
は
こ
の
翌
年
に
、「
帝
国
教
会
相
」
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ル
が
「
ナ
チ
ズ
ム
を
一
つ
の
宗
教
た
ら
し

め
よ
う
」
と
公
然
と
呼
び
か
け
、
ま
さ
に
「
追
従
者
の
霊
魂
を
も
要
求
す
る
教
会
」(

Ｓ
・
ノ
イ
マ
ン)

た
ら
ん
と
し
て
い
た
。
對
馬
達
夫

『
ナ
チ
ズ
ム
・
抵
抗
運
動
・
戦
後
教
育
』
昭
和
堂
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
八
頁
。

(

�)
K

irch
e
,

V
o

lk
u

n
d

S
taat.

B
e

rich
t

d
e

s
�
�
�
�
��

����
��

A
u

ssch
u

sse
s

d
e

r
�
�����

�����
L

e
itu

n
g

d
e

r
D

e
u

tsch
e

n
E

v
an

g
e

risch
e

n

K
irch

e
,

in
:

A
C

D
P

,
I

�

3
1

4

�

0
1

4
/1

.

(

�)
K

irch
e

u
n

d
W

e
lt,

in
:

S
ch

w
ab

e
/R

e
ich

ard
t
(

H
g
.)

,
o

p
.

cit.,
S
.

6
3

5

�36
4
.

論 説



(阪大法学) 60 (5 57) 911 [2011.1]

(

�)
(

C
h
.

v
.

D
ie

tze
,)

S
te

llu
n

g
u

n
d

A
u

fg
ab

e
d
e

s
e

v
an

g
e

lisch
e

n
C

h
riste

n
u

n
d

d
e

r
e

v
an

g
e

risch
e

n
K

irch
e

in
ih

re
m

�
���

����
	


zu
m

R
e

ch
t,

o
.

D
.(

1
9

3
9)

,
in

:
A

C
D

P
,

I

�34
5

�01
2

/6
.

K
o

n
zil

の
会
合
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
遺
さ
れ
て
お
ら
ず
活
動
や
議
論
の
内
容
を
再
構
成

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
デ
ィ
ー
ツ
ェ
の
報
告
は
三
九
年
六
月
の
会
合
の
も
の
と
特
定
さ
れ
て
い
る
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こ
の
デ
ィ
ー
ツ
ェ
報
告
に
基
づ
き
、
自
然
法
に
つ
い
て
も
討
議
さ
れ
た
こ
と
が
、
デ
ィ
ー
ツ
ェ
の
走
り
書
き
の
メ
モ
か
ら
窺
え
る
。Ib
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.,

S
.

7
3
.
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佐
野
誠
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
勁
草
書
房
二
〇
〇
七
年
、
八
九－

一
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五
頁
参
照
。
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夫
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ナ
チ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会｣

、
宮
田
・
柳
父
編
『
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
政
治
思
想』

、
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
、

二
八
二
頁
以
下
参
照
。
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ち

な
み
に
、
モ
ル
ト
ケ
を
中
心
と
す
る
ク
ラ
イ
ザ
ウ
・
ク
ラ
イ
ス

(

一
九
四
〇
年
一
月
に
組
織
だ
っ
て
結
集)

で
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
を

交
え
て
議
論
す
る
中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
の
立
場
を
受
け
い
れ
、「
神
の
被
造
物
た
る
人
間
の
生
得

(

自
然)

権
」｢

自
然
法
的
な
所
与
の

秩
序
」
の
擁
護
を
教
会
の
任
務
だ
と
す
る
文
書
も
作
成
さ
れ
て
い
る(
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九
四
二
年)

。
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馬
前
掲
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、
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〇
頁
。
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ラ
イ
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潮
流
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で
た
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い
た
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ペ
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は
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世
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的
世
界
か
ら
で
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市
民
的
抵
抗
に
属
し
た
人
々
は
み
な
、

最
後
に
信
仰
を
拠
り
所
に
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
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こ
の
小
著
は
、
若
干
の
表
現
の
修
正
を
施
し

て
戦
後
に
初
め
て

掲
載
予
定
だ
っ
た
神
学
雑
誌
が
四
二
年
に
発
禁
に
な
っ
た
た
め

刊
行
さ
れ
た
ア
ル
ピ
ル
ス
バ
ッ
ハ
報
告
で
あ
る
。

こ
の
会
議

ロ
ー
ザ
ー
に
よ
れ
ば
報
告
に
つ
い
て
の
討
論
は
行
わ
れ
な
か
っ
た

に
は
ベ
ー
ム
も
出
席
し
て
い
た
が
、
ベ
ー
ム
は
後
年
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こ
の
会
議
に
ふ
れ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
は
自
然
法
の
問
題
と
改
め
て
取
り
組
み
、
こ
れ
ま
で
の
立
場
を
検
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し
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う
と
し
て
い
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こ
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い
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自
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希
な
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と
し
て
一
九
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三
年
の
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ー
と
Ｍ
・
シ
ュ
モ
ル

ツ
の
共
著
論
文
を
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
一
九
四
〇
年
代
の
オ
イ
ケ
ン
ら
秩
序
自
由
主
義
者
の
経
済
秩
序
思
想
が
社
会
哲

学
、
倫
理
、
政
治
体
制
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o

lity
、
宗
教
、
教
育
な
ど
の
一
定
の
着
想
・
モ
デ
ル
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と

(
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し
リ
ー
タ
ー
ら
は
そ
の
内
容

に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
て
展
開
し
て
い
な
い)

、
従
来
の
研
究
が
こ
れ
を
閑
却
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
と
り
わ
け
オ
イ
ケ
ン
や
デ
ィ
ー

ツ
ェ
に
お
け
る
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
重
視
し
て
い
る(

H
.

R
ie

te
r

/M
.

S
ch

m
o

lz,
o

p
.

cit.(

注
�)

,
p

p
.

1
0

4

�10
7)

。
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.
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p
e
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.

cit.,
S
.
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.
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s
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0
.Ju

li
1

9
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4
,
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:

G
o
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m
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t
(

H
g
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op
.

cit.,
S
.

3
5

6
ff.
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�)
S

tiftu
n

g
“
H

ilfsw
e
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0
.
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li

1
9

4
4
”
,

A
b
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s

“
2

0
.

Ju
li

1
9

4
4
”

,Ju
li

1
9

6
7
;

d
ie

s.,
A

b
sch
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au

s
“

N
e

u
o

rd
n

u
n

g
im

W
id

e
r-

stan
d
”

v
o

n
G

e
r

v
an

R
o

o
n
,

Ju
n

i
1

9
6

7
,

in
:

A
C

D
P

,
0

1
-2

5
6

�04
9
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:

C
h
.

B
lu

m
e

n
b
e

rg
-L

am
p

e
,

op
.

cit.,
S
.

2
6
;

H
.

R
ie

te
r

/M
.

S
ch

m
o

lz,

o
p
.

cit.,
p
.

9
8
.

ク
ラ
イ
ザ
ウ
を
中
心
と
す
る
市
民
的
抵
抗
の
諸
グ
ル
ー
プ
の
目
標
や
相
互
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
對
馬
前
掲
書
第
二
章
を

参
照
。

(

�)
S

ch
w

ab
e

/R
e

ich
ard

t
(

H
g
.)

,
op

.
cit.,

S
.6

5
5

�

7
7

4
.

(

	)
Ib

id
.,

S
.

8
9
,

9
3
.

(


)

リ
ッ
タ
ー
は
一
九
四
八
年
に
、
次
の
よ
う
に
ル
タ
ー
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
ド
イ
ツ
人
の
現
実
政
治
へ
の
態
度
に
与
え
た
危
険
な
影
響
に
つ

論 説
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い
て
述
べ
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
人
間
理
性
の
能
力
に
対
す
る
き
わ
め
て
根
底
的
な
不
信

人
間
の
情
熱
と
利
己
心

S
e

lb
stsu

ch
t

に
対
す

る
無
力
さ
、
堕
罪
お
よ
び
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
腐
敗
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

を
も
ち
、
地
上
の
世
界
か
ら
諸
利
害
の
闘
争
は
決
し
て
な
く

な
る
こ
と
は
な
い
、
ま
た
、「
世
俗
の
剣
」
に
よ
る
統
治
も
、
剣
に
よ
る
統
治
で
あ
る
以
上
権
力
濫
用

(｢

権
力
の
デ
ー
モ
ン｣)

が
つ
き
も

の
だ
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
現
世
に
対
す
る
ル
タ
ー
的
態
度
は
、
信
心
深
い
人
々
を
現
世
の
行
動
か
ら
の
諦
観
的
逃
走
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳

を
政
治
の
領
域
に
も
助
長
す
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
対
す
る
あ
ま
り
に
も
懐
疑
的
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
皮
肉
な
軽
蔑
へ
と
誘
っ
た
と
。G

.

R
itte

r,
E

u
rop

a
u

n
d

d
ie

D
eu

tsch
e

F
ra

ge,
�
�
�
��
�
�

1
9

4
8
,

S
.

1
6

ff.;
d
e

rs.,
D

a
s

d
eu

tsch
e

P
rob

lem
,
�
�
�
��
��

1
9

6
2
,

S
.

1
7

ff.

(

�)

テ
ー
ト
『
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
共
犯
者
、
犠
牲
者
、
反
対
者
』
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
第
五
、
一
三
章
参
照
。

(

�)

一
方
で
自
然
法
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
そ
れ
を
限
界
づ
け
、
究
極
の
立
脚
点
を
十
戒
に
求
め
る
と
い
う
の
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
自

身
の
立
場
で
も
あ
る
。
山
崎
前
掲
書
、
一
八
二
頁
。

(

�)

ち
な
み
に
こ
の
姿
勢
は
モ
ル
ト
ケ
ら
ク
ラ
イ
ザ
ウ
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。K

.
v
.

K
le

m
p

le
r,

N
atu

rre
ch

t
u

n
d

d
e

r

d
e

u
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e
W
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e
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g
e

n
N
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n
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u
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V
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,
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H
.

3
,

1
9

9
2
,

S
.

3
3

0
;

d
e

rs.,
G
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b
e
,

R
e
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n
,

K
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u
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d
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d
e

u
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e
n

W
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e
rstan

d
g

e
g

n
d

e
n

N
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n
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u
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:
H

.
G
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H
g
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,
W
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ersta

n
d
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D

ritten
R
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,

F
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k
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1

9
9

5
,

S
.

1
5

0
.
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�)
C

h
.
�
�	�

�

��

�
�
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3
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0
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,

D
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G
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r
n

e
u

e
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n
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g
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:

A
u

s
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u

n
d

Z
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ge
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r

W
och

en
zeitu

n
g

D
a

s
P

a
rla

m
en

t,
B

5
0

/8
6
,

1
3
.

D
e

z.
1

9
8

6
,

S
.

1
6
.

(
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W

.
�
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�
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D
ie

G
esellsch

a
ftsk

risis
d

er
G

egen
w

a
rt,

�
�
	���

1
9

4
2
;

d
e

rs.,
C

ivita
s

H
u

m
a

n
a
,
�
�
	���

1
9

4
4
;

d
e

rs.,
D

ie
D

eu
tsch

e

F
ra

ge,
�
�
	���

1
9

4
5
;

d
e

rs.,
�
�
�

u
n

d
M

itte,
�
�
	���

1
9

5
0
;

A
.
�
�


�	-A

rm
ack

,
D

a
s

Ja
h

rh
u

n
d

ert
oh

n
e

G
ott,

R
e

g
e

n
sb

u
n

g
/�

�
�
��
��

1
9

4
8
;

d
e

rs.,
D

ia
gn

ose
u

n
serer

G
egen

w
a

rt,
B

e
rn

/S
tu

ttg
art

1
9

8
1
(

1
9

4
9)

;
G

.
R

itte
r,

E
u

rop
a

u
n

d
d

ie
D

eu
tsch

e
F

ra
ge,

�
�
�
��
��

1
9

4
8
.

な
お
、
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ア
ル
マ
ッ
ク
は
た
だ
一
人
入
党
し
て
い
た
経
歴
を
も
つ
。
四
カ
年
計
画
の
な
か
で
市
場
経
済
と
の
矛
盾
に
直
面

し
、
宗
教
社
会
学
的
研
究
へ
と
転
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
一
九
三
八
年
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
教
授
に
な
り
、「
繊
維
市
場
経
済
研
究
所
」
を
設
置
。

翌
年
に
は
、
都
市
入
植
と
住
宅
政
策
の
た
め
の
大
学
の
研
究
所
所
長
に
。
ナ
チ
ス
の
戦
時
統
制
経
済
が
深
ま
る
中
で
こ
の
二
つ
の
研
究
所

を
率
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
は
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
反
対
者
に
な
っ
た
。A

.
J.

N
ich

o
lls,

F
reed

om
w

ith
R

esp
on

sib
ility.

T
h

e
S
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l

M
a

rk
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E
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y
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G

erm
a

n
y

1
9

1
8

�

1
9

6
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,
N

e
w

Y
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rk
1

9
9

4
,

p
p
.

7
3
,

1
0

3

�11
3
.

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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(

�)

以
上
、
拙
稿
「
オ
ー
ル
ド
ー
自
由
主
義
の
時
代
批
判
と
ナ
チ
ズ
ム
観
」
平
成
九－

一
一
年
度
科
研
費
補
助
金
基
礎
研
究
�
�
研
究
成
果

報
告
書

(

代
表
、
松
田
武)

、「
科
学
技
術
信
仰
の
破
局
」『

創
文
』N

o
.

4
1

7
,

二
〇
〇
〇
年
を
参
照
。
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E
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h
ao

s
u

n
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,
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.
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Je
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1
9
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;

2
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A
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fl.
Je
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1
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4
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;

3
.

A
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Je

n
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1
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4
3
;

4
.

A
u

fl.,
Je

n
a

1
9

4
4
;

5
.

A
u

fl.,
Je

n
a

1
9

4
7
,

6
.

A
u

fl.,
B

e
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u
.

a.
1

9
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0
.
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�)
W

.
E

u
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e
n
,
�

�
�
�
��
���

d
er

W
irtsch

a
ftsp

olitik
,
�
�
���

���
1

9
5

2
.

Ｇ
・
ブ
リ
ュ
ー
ム
レ
と
ゴ
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
オ
ル
ド
と
し
て

の
オ
イ
ケ
ン
の
秩
序
論
を
論
じ
な
が
ら
、『
基
礎
』
の
初
版
と
第
六
版
の
こ
の
違
い
を
区
別
し
な
い
ま
ま
、
第
六
版
や
『
原
理
』
を
論
拠
に

し
て
議
論
し
て
い
る
。G

.
�
��
�
��

/N
.

G
o

ld
sch

m
id

t,
o

p
.

cit.,
S
.

2
1

f.

(

�)
H

.
R

ie
se

,
O

rd
n

u
n

g
sid

e
e

u
n

d
O

rd
n

u
n

g
sp

o
litik

,
K

yk
los,

V
o

l.
2

5
,

1
9

7
2
,

S
.

3
6
;

R
.

P
tak

,
V

om
O

rd
olib

era
lism

u
s

zu
r

S
ozia

len

M
a

rk
tw

irtsch
a

ft,
O

p
lad

e
n

2
0

0
4
,

S
.

1
2

8
;

H
ase

lb
ach

,
op

.
cit.,

S
.

1
4

f.

(

	)

藤
本
前
掲
書
、
三
七
九－
三
八
〇
、
四
〇
〇－

四
〇
三
頁
。
補
完
性
原
理
は
一
九
三
一
年
の
回
勅
の
第
二
章
、
第
五
節
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。『
ク
ア
ド
ラ
ゼ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
』
岳
野
慶
作
訳
、
中
央
出
版
社
、
昭
和
五
三
年
、
九
八－

一
〇
〇
頁
、『

教
会
の
社
会
教
書
』
中
央
出

版
社
、
一
九
九
一
年
、
一
九
一－

一
九
二
頁
。
こ
の
回
勅
の
草
案
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
論
の
学
者
グ
ン
ト
ラ
ッ
ハ
と
ネ
ル
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ

に
よ
っ
て
、
一
九
世
紀
中
盤
か
ら
後
半
に
か
け
て
労
働
者
支
援
活
動
に
邁
進
し
た
マ
イ
ン
ツ
司
教
ケ
テ
ラ
ー
の
思
想
的
遺
産
を
指
針
に
し
つ

つ
、
作
成
さ
れ
た
。
Ｗ
・
Ｅ
・
フ
ォ
ン
・
ケ
テ
ラ
ー
、
桜
井
健
吾
訳
『
労
働
者
問
題
と
キ
リ
ス
ト
教
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
訳
者
は

し
が
き
、
お
よ
び
、
ケ
テ
ラ
ー
、
櫻
井
訳
『
自
由
主
義
、
社
会
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
訳
者
付
論
二
参
照
。
さ

ら
に
、
櫻
井
健
吾
「
補
完
性
原
理
の
萌
芽｣

、
水
波
朗
・
阿
南
成
一
・
稲
垣
良
典
編
『
自
然
法
と
宗
教
Ⅰ
』(

創
文
社
一
九
九
八
年)

所
収
を

も
参
照
。

(


)
(

C
h
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v
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D
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7
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u

g
.

1
9

4
5
,
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A
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D
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,
I

�20
0

�04
4

/2
.

筆
者
は
こ
の
写
し
を
ベ
ー
ム
の
ナ
ハ
ラ

ス
で
見
い
だ
し
た
が
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ク
ラ
イ
ス
の
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
配
布
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

(

�)
K

irch
e

u
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d
W

irtsch
aftso

rd
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g
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:
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irch
e
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o
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u
n

d
S
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o

p
.

cit.(
注
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)
V

g
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H
.

S
ch

m
id

,
N
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u

s
u

n
d

k
a

th
orisch

e
S

ozia
lism

u
s,

�
���

1
9

5
4
,

S
.

4
1

�45
.

た
だ
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

(

お
よ
び
序
文

を
書
い
た
ネ
ル
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ)

は
こ
の
書
で
、
新
自
由
主
義(

＝
秩
序
自
由
主
義)
が
旧
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
的
自
由
主
義
の
非
難
す
べ
き
多

論 説



(阪大法学) 60 (5 61) 915 [2011.1]

く
の
も
の
を
そ
ぎ
落
と
し
た
純
化
さ
れ
た
自
由
主
義
だ
と
承
認
し
つ
つ
、
近
代
的
「
自
由
」
の
破
壊
的
核
心
た
る
「
革
新

E
rn

e
u

e
ru

n
g

の

精
神
」
と
「
個
人
主
義
」
を
克
服
し
て
い
な
い
と
し
て(

S
.

5
3

ff.,
6

0)

、「
本
質
的
な
点
で
不
十
分
」(

S
.

8)

、
あ
る
い
は
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会

論
と
新
自
由
主
義
は
一
致
し
な
い
と
す
る(

S
.

7
3)

。
し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
そ
の
よ
う
な
批
判
の
基
準
自
体
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
当
時
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ら
は
、
経
済
の
目
的
は
人
間
と
共
同
体
の
意
味
実
現
の
た
め
の
物
質
的
前
提
を
創
り
出
す
こ

と
だ
と
し
て
、
公
共
善
を
体
現
す
る
国
家
の
も
と
へ
の
経
済
の
完
全
な
従
属
と
い
う
要
求
を
掲
げ
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
社
会
主
義
的
観
点

か
ら
、
実
践
的
に
は
、
社
会
主
義
勢
力
と
の
連
携
を
目
指
し
て
い
た
。「
キ
リ
ス
ト
教
的
改
革
努
力
と
社
会
主
義
的
そ
れ
の
大
部
分
と
の
間

に
は
広
範
囲
な
一
致
が
あ
る
」
と(

S
.

7
4)

。
後
年

(

一
九
七
二
年)

、
ネ
ル
ブ
ロ
イ
ニ
ン
グ
は
当
時
の
自
分
た
ち
の
立
場
を
、「
市
場
経
済

の
有
効
性
に
は
盲
目
で
あ
っ
た｣

、
ま
た
、
市
場
＝
経
済
の
自
由
と
社
会
や
政
治
の
自
由
と
の
不
可
分
な
関
係
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
、

自
己
批
判
す
る
。
前
掲
、
ケ
テ
ラ
ー
『
労
働
問
題
と
キ
リ
ス
ト
教
』(

櫻
井
健
吾
、
付
論
２)

、
一
八
〇
頁
を
参
照
。

(

�)
C

.
v
.

D
ie

tze
,
�
�����

�
��	

��
�


��
u

n
d

T
h

eologie,
�


���

���
1

9
4

7
,

S
.

2
8

f.

(

�)
T

h
.

F
isch

e
r,

S
ta

a
t,

R
ech

t
u

n
d

V
erfa

ssu
n

g
im

D
en

k
en

von
W

a
lter

E
u

ck
en

,
F

ran
k

fu
rt

u
.

a.,
1

9
9

3
,

S
.

1
6

1
;

G
old

sch
m

id
t

2
0

0
2

,

S
.

1
1

6
.

(

�)
E

u
ck

e
n
,

D
as

o
rd

n
u

n
g

sp
o

litisch
e

P
ro

b
le

m
,

in
:

O
R

D
O

,
B

d
.

1
,

1
9

4
8
,

S
.

7
3
,

7
5
,

7
7
;

G
sW

,
S
.

1
7

9
.

(

�)
G

old
sch

m
id

t
2

0
0

2
,

S
.

1
1

2
,

1
1

4
.

半
澤
孝
麿
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
こ
そ
狭
い
意
味
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
超
え
て
近
代
に
い
た
る
ま

で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
論
の
枠
組
み
を
ほ
と
ん
ど
決
定
づ
け
た
と
指
摘
し
て
い
る
。『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の
な
か
の
自
由
』
創
文
社
、
二

〇
〇
六
年
一
〇
〇－

一
一
七
頁
参
照
。

(

�)

ゴ
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
オ
イ
ケ
ン
は
一
九
四
三
年
の
リ
ュ
ス
ト
ウ
へ
の
手
紙
で
こ
う
述
べ
た
と
い
う
。「
私
の
考
え
で
は
自

由
主
義
は
、
宗
教
的
・
形
而
上
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
衰
退
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
宗
教
的
・
形
而
上
学
的
内
容
が
失
わ
れ

る
や
否
や
、
そ
れ
は
衰
退
し
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
今
ま
っ
た
く
厳
格
に
歴
史
的
お
よ
び
体
系
的
に
証
明
で
き
る
」
と
。G

o
d

sch
m

id
t,

op
.

cit.,
S
.

1
0

6
.

(

�)
G

lN
,

5
.

A
u

fl.,
S
.

3
7

2
;

6
.

A
u

fl.,
S
.

2
3

9
.

オ
イ
ケ
ン
に
お
け
る

O
rd

n
u

n
g

と

O
rd

o

の
区
別
に
つ
い
て
、
Ｈ
・
リ
ー
ゼ
は
、
オ
イ
ケ

ン
が
規
範
的
概
念
た
るO

rd
o

に
た
い
し
て
、O

rd
u

n
g

を
分
析
的
概
念
と
し
て
用
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。H

.
R

ie
se

,
o

p
.

cit.,
S
.

3
2
.

(

�)
G

sW
,

S
.2

9
1

�

3
0

4
;

M
.P

o
lu

sch
n

y
,

W
a

lter
E

u
ck

en
u

n
d
�
�
����-A

rm
a

ck
.

E
in

V
ergleich

ih
rer

K
on
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d
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O
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olib
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u
s

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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u
n

d
S

ozia
len

M
a

rk
tw

irtsch
a

ft,
�
�
�
��
��

2
0

0
6
,

S
.

5
f.

③
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
オ
イ
ケ
ン
は
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
砂
嵐
と
こ
れ

が
も
た
ら
し
た
ド
イ
ツ
で
の
「
ス
テ
ッ
プ
化
論
争
」(

別
稿
予
定)

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る(

V
g

l.
G

sW
,

S
.

3
0

2)

。

オ
イ
ケ
ン
、
レ
プ
ケ
、
リ
ュ
ス
ト
ウ
ら
は
、
低
成
長
型
の
新
し
い
経
済
を
め
ざ
し
た
。
拙
稿
、「
オ
ー
ル
ド
ー
自
由
主
義
思
想
の
形
成
」『

土

地
制
度
史
学
』
二
〇
〇
一
年
四
月
号
、
三
二－

三
三
頁
。
と
り
わ
け
レ
プ
ケ
は
そ
う
で
あ
る
。V

g
l.

H
.

P
e

u
k

e
rt,

D
a

s
��	
��
���

��

����

W
erk

W
ilh

elm
�

��
���

F
ran

k
fu

rt
am

M
ain

u
.

a.
1

9
9

0
,

S
.

1
2

9
5

�13
0

2
.

な
お
、
藤
本
建
夫
は
こ
の
レ
プ
ケ
に
関
す
る
研
究
を
、
レ
プ
ケ

の
構
想
を
夢
物
語
に
見
え
さ
せ
る
そ
の
後
の
現
実
の
展
開
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
市
場
原
理
主
義
の
席
巻
の
な
か
で
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
と
大

衆
化
」
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
今
日
、「
社
会
と
い
う
人
間
的
で
根
源
的
な
問
題
」
が
再
び
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
結
ん
だ

(

前
掲
書
、
五
三
三
頁)

。
ま
さ
に
こ
の
問
題
こ
そ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
オ
イ
ケ
ン
ら
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
中
核
グ
ル
ー
プ
が
、
ナ
チ
ズ
ム
と
の

対
峙
、
人
権
思
想
の
獲
得
、
カ
ト
リ
ッ
ク
自
然
法
・
社
会
論
へ
の
接
近
・
受
容
に
よ
っ
て
徐
々
に
結
晶
化
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
亡
命
中
も
オ
イ
ケ
ン
や
レ
プ
ケ
と
連
絡
を
と
り
続
け
た
リ
ュ
ス
ト
ウ
は
、
戦
後
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
「
社
会
自
由

主
義
」S

o
ziallib

e
ralism

u
s

だ
と
も
言
い
、
出
発
点
の
正
義

S
tartg

e
re

ch
tig

k
e

it

の
た
め
に
、
過
激
な
累
進
課
税
と
教
育
の
保
証
を
要
求

す
る
。A

.
�
�
����
�

D
ie

R
e

lig
io

n
d

e
r

M
ark

tw
irtsch

aft.
M

it
e

in
e

m
N

ach
w

o
rt

v
o

n
S

ib
y

lle
�
��
�
����
�
�
�
��� 

2
0

0
4
,

S
.

5
0
,

8
3

�93
.

(

�)

井
上
達
夫
『
新
・
哲
学
講
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
三
一－

四
一
、
五
八
、
五
九
頁
。

(

�)

オ
イ
ケ
ン
は
一
九
世
紀
に
は
法
治
国
家
は
完
全
に
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
私
的
独
占
体
が
個
々
人
の
人
格
的
自
由
を
非

常
に
制
約
し
、
私
的
な
法
を
設
定
し
、
国
家
の
意
志
形
成
を
左
右
し
た
か
ら
で
あ
る(

G
sW

,
S
.

4
8

�53)

。
こ
う
し
て
現
代
の
工
業
社
会
は
、

法
治
国
家
を
準
備
し
た
思
想
家
た
ち
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
新
し
い
課
題
」
に
直
面
し
て
い
る
と(

G
sW

,
S
.

3
3

1
f.)

。
独
占
権
力

は
、
従
来
の
よ
う
に
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
歪
曲
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
個
々
人
の
人
格
的
自
由
の
侵
害
者
と
し
て
そ
の
解
体
が
要
求
さ
れ

る
。
オ
イ
ケ
ン
は
、
一
九
四
七
年
の
イ
ギ
リ
ス
紙
に
書
き
、
ド
イ
ツ
語
で
は
二
〇
〇
一
年
ま
で
未
発
表
だ
っ
た
論
文
で
、
競
争
秩
序
の
樹
立

と
既
存
の
強
力
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
解
体
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
反
独
占
立
法
だ
け
に
よ
っ
て
は
解
体
で
き
な
い
。
通
貨
法
、

税
法
、
特
許
法
、
商
法
な
ど
の
無
数
の
規
定
に
よ
っ
て
集
中
過
程
や
独
占
的
権
力
体
の
成
立
が
促
進
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
決
定
的
な
の

は
全
経
済
政
策
と
、
会
社
法
か
ら
特
許
法
を
へ
て
通
商
政
策
に
い
た
る
全
経
済
立
法
を
、
競
争
秩
序
の
方
向
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
だ
と
し

た
。
積
極
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
こ
の
問
題
に
着
手
し
解
決
し
て
の
み
、
「
自
由
と
秩
序
の
間
の
決
定
的
な
均
衡
」
が
樹
立
さ
れ
る
と
。

!
"�
 #�
$
%
�
$

zu
m

M
o

n
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p
o

lp
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b
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m
,
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W
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,
W
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a
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a
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d
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�
�
�
���

�
2

0
0

1
,

S
.

7
9

�84
.

(

�)

彼
ら
に
お
け
る
形
式
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
も
基
本
法
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
自
身
ク
ラ
イ
ザ
ウ
派
の
一
員
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・
ペ
ー
タ

ー
ス
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
礎
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
政
治
的
価
値
評
価
に
基
づ
く
、
内
容
的

に
規
定
さ
れ
た
国
家
観
念
が
あ
る
。
す
べ
て
の
政
治
的
努
力
を
許
し
多
数
決
原
理
の
決
定
に
委
ね
る
ほ
ど
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
は
な
い
。
基
本

法
は
一
定
の
諸
決
定

(

人
権
不
可
侵
、
民
主
制
的
連
邦
国
家
の
性
質
、
国
民
主
権
の
原
理
、
連
邦
国
家
原
理)

を
定
着
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
変
更
の
対
象
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

基
本
法
の
意
味
で
の
民
主
制
は
、(

王
制
、
貴
族
制
な
ど
と

な
ら
ぶ)

一
つ
の
支
配
シ
ス
テ
ム
・
秩
序
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
同
一
性
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
な
く
、
代
表
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ

る
と
。H

.
P

e
te

rs,
G

esch
ich

tlich
e

E
n

tw
ick

lu
n

g
u

n
d

G
ru

n
d

fra
ge

d
er

V
erfa

ssu
n

g,
B

e
rlin

u
.

a.,
1

9
6

9
,

S
.

1
5

3
,

1
6

5
,

1
6

6
.

Ｔ
・
シ
マ
ン

ス
キ
は
、
ワ
イ
マ
ル
の
よ
う
な
強
い
プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
な
要
素
が
否
定
さ
れ
た
西
独
の
代
表
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
そ
、
い
か
な
る
状
況
で
も
行

動
能
力
を
維
持
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、「
強
い
国
家
」
と
い
う
秩
序
自
由
主
義
の
観
念
の
実
現
だ
と
指
摘
す
る
。T

.
S

y
m

an
sk

i,
D

ie

M
ittelsta

n
d

sorien
tieru

n
g

in
d

er
K

on
zep

tion
d

er
S

ozia
len

M
a

rk
tw

irtsch
a

ft,
M

arb
u

rg
1

9
9

9
,

S
.

4
3
.

(

�)

柳
澤
治
『
資
本
主
義
史
の
連
続
と
断
絶
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
六－

一
六
〇
頁
参
照
。
ま
た
、
戦
後
英
米
占
領
地

区
・
西
独
初
期
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
野
田
昌
吾
『
ド
イ
ツ
戦
後
政
治
経
済
秩
序
の
形
成
』
有
斐
閣
、
平
成
一
〇
年
参
照
。
一
般
に
秩
序

自
由
主
義
は
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
「
社
会
的
市
場
経
済
」
の
生
み
の
親
と
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
間
に
は
、
こ
の
点
で
重
要
な
落
差
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
当
初
に
お
け
る
そ
の
担
い
手
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
個
人
の
自
立
性
・
自
発
性
を
前
提
と
し
つ
つ
も
市
場
原
理
主
義
で
は
な
い

「
社
会
的
な
」
市
場
経
済
を
め
ざ
し
た
点
で
も
、
継
承
関
係
に
も
あ
る
。
両
者
の
思
想
的
・
政
策
的
な
連
続
性
と
質
的
な
転
換
と
は
、
綿
密

に
検
討
さ
れ
る
べ
き
別
個
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。R

.
B

lu
m

,
S

ozia
le

M
a

rk
tw

irtsch
a

ft.
W

irtsch
a

ftsp
olitik

zw
isch

en
N

eolib
era

lism
u

s

u
n

d
O

rd
olib

era
lism

u
s,
�
�
	
�

�
��

1
9

6
9

も
、
両
者
の
質
的
な
違
い
を
強
調
し
、「
新
自
由
主
義
」
と
い
う
包
括
概
念
の
も
と
に
秩
序
自
由

主
義
と
社
会
的
市
場
経
済
を
一
緒
く
た
に
分
析
す
る
こ
と
は
前
者
に
と
っ
て
正
当
で
な
い
と
す
る(

S
.

9
6

f.,
1

0
0
,

1
1

6
.)

。
ハ
ー
ゼ
ル
バ
ッ

ハ
も
近
年
の
論
文
で
、
社
会
的
市
場
経
済
の
成
功
は
秩
序
自
由
主
義
の
挫
折
の
表
現
だ
と
指
摘
す
る
。D

.
H

ase
lb

ach
,

L
e

h
re

n
au

s

W
e

im
ar

in
d

e
r

W
irtsch

aftsw
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n
sch

afte
n

n
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1
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:

D
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r
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:
C

h
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u
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,
W

eim
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n
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S
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a
tten－

“
W
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a
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a
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A
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m
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t
n

a
ch

1
9

4
5

,
B

ad
e

n
-B

ad
e

n
2

0
0

3
,

S
.

1
4

5
f.

ご
く
最
近
の
ブ
リ
ュ
ー
ム
レ
と
ゴ
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
文
は
、
オ
イ
ケ
ン

的
秩
序
自
由
主
義
か
ら
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ア
ル
マ
ッ
ク
的
な
「
社
会
的
市
場
経
済
」
へ
の
転
換
を
、
前
者
に
お
け
る
、
市
場
の
た
め
で
も
市
場
に

｢秩序自由主義」における対ナチ協力と抵抗 (二・完)
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抗
し
て
で
も
な
い
、「
市
場
と
共
に
あ
る
社
会
政
策
」(

決
定
的
な
秩
序
課
題
と
し
て
の
経
済
政
策
と
社
会
政
策
の
統
合)

か
ら
、
後
者
に
お

け
る
「
市
場
に
抗
し
て
の
社
会
政
策
」
へ
の
移
行
の
傾
向
に
み
て
お
り
、
七
〇
年
代
以
降
経
済
成
長
の
減
退
と
と
も
に
後
者
が
行
き
詰
ま
る

中
で
、
前
者
に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。G
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